
H23.6.23 国土交通省建設産業戦略会議　「建設産業の再生と発展のための方策２０１１」
対策２－１　保険未加入企業の排除

H24.1.27 中央建設業審議会・社会資本整備審議会産業分科会建設部会基本問題小委員会
中間取りまとめ

H24.3.16 社会保険未加入対策の説明会　（主催：国土交通省　北海道建設会館　８階Ｃ会議室）
① 元請、下請、労働者等の関係団体による推進協議会の設置と保険加入促進計画の策定 
② 行政によるチェック・指導やダンピング対策の実施 
③ 元請企業による下請企業への指導 
④ 発注者・元請・下請を挙げた法定福利費の確保

H24.4 ④ 現場管理費率算定式の見直し（国土交通省土木工事標準積算基準書）

H24.5.29 ① 第１回　社会保険未加入対策推進協議会 設立総会（全国　87団体）
保険加入促進計画、申し合わせ

H24.7.4 ③ 社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン

H24.7.23 ④ 民間発注団への要請通知「法定福利費の確保による社会保険等未加入対策の徹底
について」

H24.8.1 ① 社会保険未加入対策推進北海道地方協議会 設立総会（59団体）

H24.10.24 ② 建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準の一部改正（11/1施行）

H24.10.31 第２回　社会保険未加入対策推進協議会 （全国）
保険加入促進計画、標準見積書案

H24.11.1 ② 改正建設業法施行規則施行 許可更新、施工体制台帳、経営事項審査（7/1施行）

H25.3.29 ④ 公共工事設計労務単価の改定

H25.4.18 大臣から建設業４団体への要請
設計労務単価の大幅な引き上げを踏まえ、適切な価格での契約、技能労働者へ
の適切な水準の賃金の支払い、社会保険への加入の徹底が行われるよう、建設
業界挙げてのご理解と適切な対応をお願いしたい。

H25.4.18 ④ 社会保険未加入対策推進協議会WG 標準見積書の活用について

H25.4.25 日建連 「技能労働者の適正な賃金の確保について」決議

H25.4.26 全建理事会「公共事業の適切な執行に関する緊急決議」

H25.5.16 ② 低入札調査価格制度における調査基準価格の見直し

H25.6.4
建専連総会「適正価格で工事を受・発注し、現場で働くすべての就労者が社会保
険に加入するなど安心して働ける環境を整備すること」を決議

H25.6.21 ④ 新労務単価フォローアップ相談ダイヤル　開設

建設業における社会保険未加入対策の主な動き
資料 １



H25.7.5 社会保険未加入対策等の推進に関する説明会　（主催：国土交通省　札幌第一合同庁舎）

H25.9.26 第3回　社会保険未加入対策推進協議会 （全国） 標準見積書一斉活用申し合わせ

H25.10.15 建設業における社会保険等未加入対策の徹底等について（協力依頼）（平成25年10月
15日付け道内主要民間発注者団体あて北海道開発局事業振興部長通知）

H25.10.23 「太田大臣から建設業団体トップへの直接の要請」フォローアップ会合

H25.10.30 第２回　社会保険未加入対策推進北海道地方協議会



 
 

第３回 社会保険未加入対策推進協議会 

議 事 次 第  
 

日 時：平成 25 年 9 月 26 日（木）13:30～15:00 

会 場：霞が関ビル 33 階セミナールーム BC 

 

１．開会 

 

２．議事 

（１）加入促進計画のフォローアップについて 

（２）標準見積書に関する各団体の取組状況について 

（３）公共建築工事見積標準書式の改定について 

（４）標準見積書に関する今後の取組方針について 

（５）社会保険未加入問題への行政の取組について 

（６）申し合わせ案について 

（７）その他 

 

３．閉会 

 

【配布資料】 
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資料 2 
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資料 3-2 
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資料 4 

資料 5 

資料 6 

資料 7 
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参考 1 

参考 2 

社会保険加入促進計画フォローアップアンケート 

各団体における加入促進計画に基づく取組状況（概要） 

標準見積書の登録状況及び各団体が登録した標準見積書【取扱注意】 

標準見積書一斉活用開始に向けた各専門工事業団体の取組状況について 

労務賃金改善推進等要綱（日本建設業連合会） 

法定福利費を内訳明示した見積書の活用マニュアル（日本建設業連合会） 

適正な公共事業の執行についての取組みの強化に係る進捗状況 

（全国建設業協会） 

公共建築工事見積標準書式の改定について 

標準見積書一斉活用開始後のスケジュール等について 

見積書式の活用状況に関するアンケートの実施について 

建設業における社会保険未加入問題への行政の取り組み（改訂） 

法定福利費の内訳明示に係る標準見積書の活用等による社会保険 

未加入対策の更なる推進について（案）（申し合わせ） 

社会保険等の加入徹底に向けた周知・広報（リーフレット・ポスター） 

みんなで進める一人親方の保険加入（建設企業向け、一人親方向け） 

H25.9.26全国協議会資料（抄） 



 

 

法定福利費の内訳明示に係る標準見積書の活用等による 

社会保険未加入対策の更なる推進について 

  

第３回社会保険未加入対策推進協議会の開催に当たり、過去２回の本協

議会における申し合わせを踏まえつつ、法定福利費の内訳明示に係る標準

見積書を活用した社会保険未加入対策の更なる推進について、以下のとお

り申し合わせます。 

 

一．法定福利費の内訳明示に係る標準見積書を活用する趣旨 

・ 社会保険の加入を進めるためには、保険料を払うための法定福利費

を確保していくことが必要不可欠であり、標準見積書の活用等により

法定福利費を内訳明示した見積書を提出する取組は、その第一歩とし

て重要です。 

・ その上で、私たち行政・元請企業・下請企業・建設労働者等の関係

者は、この取組は、これで元請企業や下請企業が利益を得るような類

のものでは決してなく、就労環境の改善を通じた建設労働者の確保と

事業者間の公平で健全な競争環境を構築するために、保険料本人負担

分とあわせて、法律上必要な費用を流すだけに過ぎないという認識を

改めて共有します。 

  

二．標準見積書の活用等による法定福利費の確保に向けた関係者の具体的

な取組 

私たち関係者は、標準見積書の活用等により法定福利費を内訳明示し

た見積書を下請企業から元請企業に対して提出する取組を本日から一

斉に開始するため、関係者が一体となって、社会保険未加入は許さない

との固い決意をもって、以下の取組を進めます。 

 ・ まず、私たち関係者は一体となって、標準見積書の活用等により法

定福利費を内訳明示した見積書を提出する環境づくりにより積極的

に取り組みます。 



 

 

・ 元請企業は、社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインに基づ

く下請企業への指導を一層徹底するとともに、下請企業との契約に当

たって、標準見積書の活用等により法定福利費を内訳明示した見積書

を提出するよう働き掛け、提出された見積書を尊重します。 

・ 下請企業は、標準見積書の活用等により法定福利費を内訳明示した

見積書を元請企業に対して提出して算定根拠を適切に説明し、適正な

法定福利費が確保されるよう取り組むとともに、自社及び外注先の技

能労働者を必要な保険に加入させるよう積極的に取り組みます。 

・  国土交通省等は、主な民間発注者団体、地方公共団体等に対し、標

準見積書の活用等による法定福利費の確保を含め、社会保険未加入対

策の推進に係る取組を実効あるものとするための働き掛けを積極的

に展開します。 

 

三．加入促進計画の着実な実行 

 ・ 推進協議会に加入する私たちは、協議会に提出した各団体の加入促

進計画について、今回のフォローアップ結果を踏まえつつ、着実に 

実行するとともに、適時必要な見直しを行います。 

 ・ その際には、他の優れた取組も参考にするとともに、取組の輪を団

体から会員団体や会員企業、関係する会社に広げ、さらにそのトップ

から担当者まで理解を深めていきます。 

 

平成２５年９月２６日 

社会保険未加入対策推進協議会 



北開局建産第３４０号

平成２５年１０月１５日

別記（主要民間発注者団体北海道地方組織）宛

国土交通省

北海道開発局事業振興部長

建設業における社会保険等未加入対策の徹底等について（協力依頼）

時下ますます御清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素は、北海道

開発行政に御協力いただき、誠にありがとうございます。

建設産業においては、技能労働者の社会保険について法定福利費を適正に

負担しない企業が存在しており、建設技能労働者の確保や公正な競争環境の

確保の観点から、喫緊の課題となっています。

このため、建設産業の関係者を挙げて、建設産業における社会保険の加入の

徹底に取り組んでいるところです。

去る 月 日には、建設業団体、労働組合等の建設業関連団体、国土交通9 26
省、厚生労働省、学識経験者及び主要な民間発注者の団体が参加する「社会

保険未加入対策推進協議会」にて、別紙のとおり、社会保険未加入対策の更

なる推進について申し合わせを行うとともに、国土交通省から主要民間発注

者団体の方々に、対策の徹底等について通知を行ったところです。

こうした取組を進めるには、建設工事の発注者におかれましても、社会保険

料相当額を適切に含んだ額で請負契約を締結するなど、特段の御配慮が必要

不可欠です。

つきましては、傘下の会員企業、団体等の方々に、建設産業における社会保

険未加入対策の趣旨を御理解いただくとともに、建設企業における法定福利

費の確保に向けた取組について、特段の御配慮を賜りますよう、周知徹底し

ていただきますようお願いいたします。

HPなお、建設産業における社会保険未加入対策については、国土交通省

（ ）http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000064.html
にて、最近の取組、周知啓発用のリーフレット等が掲示されていますので、

御活用ください。

＜連絡先＞

北海道開発局事業振興部建設産業課

建設業適正契約専門官 富田直樹

： （内線 ）TEL 011-709-2311 5893
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H25.10.15道内主要民間発注者団体あて協力依頼



（一社）北海道建築士会 会長 殿

（一社）北海道建築士事務所協会 会長 殿

（公社）日本建築積算協会 北海道支部長 殿

（公社）日本建築家協会 北海道支部長 殿

（一社）建築設備技術者協会 北海道支部長 殿

北海道電力(株) 代表取締役社長 殿

（社）日本ガス協会 北海道部会長 殿

日本チェーンストア協会 北海道支部長 殿

（一社）北海道ビルヂング協会 会長 殿

（公社）北海道宅地建物取引業協会 会長 殿

（公社）全日本不動産協会 北海道本部長 殿

（一社）マンション管理業協会 北海道支部長 殿

（一社）不動産流通経営協会 北海道支部長 殿

（公社）北海道不動産鑑定士協会 会長 殿

北海道経済連合会 会長 殿

（一社）北海道商工会議所連合会 会頭 殿

（一社）北海道住宅都市開発協会 理事長 殿



国 土 建 労 第 ７ ２ 号

平成２５年９月２６日

別記（主要民間発注者団体）宛

国土交通省土地･建設産業局建設市場整備課長

法定福利費の内訳明示に係る標準見積書の活用等による建設業における

社会保険等未加入対策の徹底等について

建設産業においては、下請企業を中心に、雇用、医療、年金保険（以下「社会保険

等」という。）について、法定福利費を適正に負担しない企業（すなわち保険未加入

企業）が存在し、技能労働者の医療、年金など、いざというときの公的保障が確保さ

れず、若年入職者減少の一因となっているほか、関係法令を遵守して適正に法定福利

費を負担する事業者ほど競争上不利になるという矛盾した状況が生じています。

このような状況を踏まえ、建設産業の関係者を挙げて社会保険未加入問題に対する

総合的な対策を進めているところであり、その趣旨は、「建設産業における社会保険

加入の徹底について」（平成24年３月26日国土建第342号･国土建整第183号国土交通省

土地･建設産業局長通知）等により周知を図ってきたところです。

言うまでもなく、建設産業における社会保険等への加入を徹底するためには、技能

労働者を雇用している下請企業等が、保険料を払うための法定福利費を確保していく

ことが必要不可欠です。

このため、今般、建設業団体や労働組合等の建設業関係団体、国土交通省、厚生労

働省等の関係行政機関、学識経験者等から構成される社会保険未加入対策推進協議会

において、別添「法定福利費の内訳明示に係る標準見積書の活用等による社会保険未

加入対策の更なる推進について」のとおり申し合わせを行い、法定福利費の内訳明示

に係る標準見積書の活用等により法定福利費を確保するための取組を一斉に開始する

こととしたところです。

このような取組を進めるに当たっては、社会保険料（事業主負担分及び労働者負担

分）相当額を適切に含んだ額で請負契約を締結するなど建設工事の発注者における特

段のご配慮が必要不可欠です。

つきましては、傘下の会員企業各位に対し、建設産業における社会保険未加入対策

の趣旨を十分ご理解いただくとともに、標準見積書の活用など法定福利費の確保に向

けた取組について、特段のご配慮を賜りますよう、周知徹底方よろしくお願いいたし

ます。

なお、建設産業における技能労働者の確保・育成にあたっては、社会保険等への加

入徹底と併せて、建設業退職金共済制度の普及促進も重要であることから、本制度に

ついても、傘下の会員企業各位にご周知頂きたく、よろしくお願いいたします。
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○別記（主要民間発注者団体）

 一般社団法人 日本経済団体連合会 会長　殿

 日本商工会議所 会頭　殿

 公益社団法人 日本建築士会連合会 会長　殿

 一般社団法人 日本建築士事務所協会連合会  会長　殿

 公益社団法人 日本建築積算協会  会長　殿

 公益社団法人 日本建築家協会  会長　殿

 一般社団法人 建築設備技術者協会  会長　殿

 一般社団法人 日本自動車工業会  会長　殿

 一般社団法人 日本電機工業会  会長　殿

 石油化学工業協会 会長　殿

 石油連盟 会長　殿

 電気事業連合会 会長　殿

 一般社団法人 日本ガス協会  会長　殿

 日本百貨店協会 会長　殿

 日本チェーンストア協会 会長　殿

 一般社団法人 日本民営鉄道協会 会長　殿

 一般社団法人　不動産協会 会長　殿

 一般社団法人　日本ビルヂング協会連合会 会長　殿

 公益社団法人　全国宅地建物取引業協会連合会 会長　殿

 一般社団法人　全国住宅産業協会 会長　殿

 公益社団法人　全日本不動産協会 理事長　殿

 一般社団法人 マンション管理業協会 代表理事　殿

 一般社団法人　不動産流通経営協会 理事長　殿

 公益社団法人 日本不動産鑑定士協会連合会 会長　殿

 一般社団法人 不動産証券化協会 会長　殿

 社団法人　大阪土地協会 理事長　殿

 一般社団法人　中部不動産協会 理事長　殿

 一般社団法人 住宅生産団体連合会 会長　殿

 社団法人 生命保険協会 会長　殿

 一般社団法人 日本損害保険協会 会長　殿



【参考資料】 社会保険等未加入対策の全体像 （H25.10時点）

課 題現 状

○ 技能労働者の処遇の低さが若年入職者減少の一因となり、産業
の存続に不可欠な技能の承継が困難に。

○ 適正に法定福利費を負担する企業ほど受注競争上不利という不
公正な競争環境。

○ 特に年金、医療、雇用保険に未加入の企業が存在
【企業別】３保険ともに加入している割合 ８７％
【労働者別】元請７９％、１次５５％、２次４６％、３次下請以下４８％

＜Ｈ２４．１０公共工事労務費調査＞

推進協議会の設置 （第 回 実施） 保険加入促進計画の策定 ダンピング対策

行政による
チェック・指導

＜Ｈ２４．７～＞
○経営事項審査における減

点幅の拡大

＜Ｈ２４．１１～＞ ○許可時・経審時に加入状況を確認・指導
○立入検査時には、加入状況に加え、元請企業の下請企業への指導状況を確認・指導
○指導に従わず未加入の企業は、保険担当部局への通報や監督処分の対象に

法定福利費 確保

推進協議会の設置 （第3回 H25.9実施） 保険加入促進計画の策定 ダンピング対策

請 業 指導
総
合
的
対

＜Ｈ２４．１１～＞

○協力会社 施工現場に対する周知啓発や

法定福利費の確保（直轄工事の予定価格への反映、標準見積書の活用）下請企業への指導
（下請指導ガイドライン）

＜公共（直轄）発注者＞
＜民間発注者＞

社会保険等への加入原資となる法定福利費を適切に確保するため、各専門工事業団体が作成した標準見
積書の活用等により法定福利費を内訳明示した見積書の下請企業から元請企業への提出を本年９月末から
一斉に開始（第３回社会保険未加入対策推進協議会（H25.9.26）において申し合わせ）

対
策
の
推
進

○協力会社・施工現場に対する周知啓発や
加入状況の定期把握、加入指導。

○下請企業の選定時に、加入状況の確認・
指導。遅くとも平成２９年度以降は、未加
入企業を下請企業に選定しない取扱い
とすべき 公共 民間

＜元請企業＞
②発注者に対し 必要な費用を適正に考慮した金額 （法定福利費確保のイメージ）

＜公共（直轄）発注者＞
① 現場管理費率式（土木）、複合単価・市場単価等

（建築）の見直し（事業主負担分）及び公共工事設
計労務単価の改訂（本人負担分）により、必要な法
定福利費の額を予定価格に反映。

○ 主要民間発注者に対し、必要以上の低価格による
発注を避け、法定福利費等の必要な経費を見込ん
だ発注を行うこと、法定福利費が着実に確保される
よう、見積・契約等の際に配慮すること等を要請。

進とすべき。
○２次以下についても、確認・指導。
○新規入場者の受け入れに際し、適切な保

険に加入させるよう下請企業を指導。遅
くとも平成２９年度以降は、加入が確認
出来ない作業員の現場入場を認めない

公共・民間
発注者

①法定福利費の流れ

③④

②発注者に対し、必要な費用を適正に考慮した金額
による見積及び契約締結を行うよう要請。

③専門工事業者に法定福利費が内訳明示された見
積書の提出を求めるとともに、提出された場合、こ
れを尊重。

＜下請企業（専門工事業者）＞

（法定福利費確保のイメージ）

②

実施後５年（平成２９年度以降）を目途に 企業単位では許可業者の加入率１００％ 労働者単位では製造業相当の加入状況を目指す

目指す姿

出来ない作業員の現場入場を認めない
取扱いとすべき。 等 元請企業労働者 下請企業

＜下請企業（専門工事業者）＞
④法定福利費が内訳明示された標準見積書（専門工

事業団体作成）を活用等して元請企業に見積提出。

○ 技能労働者の処遇の向上、建設産業の持続的な発展に必要な人材の確保
○ 法定福利費を適正に負担する企業による公平で健全な競争環境の構築

実施後５年（平成２９年度以降）を目途に、企業単位では許可業者の加入率１００％、労働者単位では製造業相当の加入状況を目指す。

これにより、 を実現

参考：国土交通省ホームページ「建設業の社会保険未加入対策」（http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000067.html）1



社会保険等への加入原資となる法定福利費を適切に確保するため 各専門工事業団体が作成した標準見積書

標準見積書を活用した法定福利費の確保

社会保険等への加入原資となる法定福利費を適切に確保するため、各専門工事業団体が作成した標準見積書
の活用等により法定福利費を内訳明示した見積書の下請企業から元請企業への提出を本年９月末から一斉に開
始（第３回社会保険未加入対策推進協議会（H25.9.26）において申し合わせ）。

公共発注者 民間発注者

イメージ１．問題意識

○ 技能労働者の保険加入を進めるためには、法定福利費の確保が重要。

○ これまでの取引慣行では、トン単価や平米単価による見積が一般的で、法
定福利費がど ようにな る かが 請も元請も把握 き な

法定福利費
確保の要請

適正価格
での発注

予定価格
への反映

定福利費がどのようになっているのかが下請も元請も把握できていない。

○ このため、見積に当たって従来の総額単価だけではなく、その中に含まれ
る法定福利費を内訳として明示することで、必要な法定福利費を確保する。

元請企業

見積書の尊重
法定福利費の支払

標準見積書の活用

２．関係者の取組

【発注者】

○ 直轄工事においては、土木工事の現場管理費率式や建築工事の複合単

下請企業

標準見積書の活用
法定福利費内訳明示

価・市場単価（事業主負担分）、公共工事設計労務単価（本人負担分）にお
いて、労働者全員分の社会保険料を予定価格に反映。

○ 国交省や総合工事業団体から、他省庁、地方公共団体、民間発注者等に
対し、法定福利費を含む適正価格での発注を要請。

技能労働者

必要な保険への加入【元請企業】

○ 専門工事業者に対し、法定福利費が内訳明示された見積書の提出を指
導するとともに、提出された場合は尊重し、適切な法定福利費を支払い。

【下請企業】【下請企業】

○ 標準見積書（専門工事業団体作成）の活用等により、法定福利費が内訳
明示された見積書を元請企業に提出。

○ 技能労働者を必要な保険に加入させる。
法定福利費の流れ

2



標準見積書の一斉活用に係る経緯・スケジュール

平成２５年５月２９日 第1回推進協議会（各専門工事業団体に対し 標準見積書の作成を依頼）平成２５年５月２９日 ・第1回推進協議会（各専門工事業団体に対し、標準見積書の作成を依頼）

１０月３１日 ・第2回推進協議会（各専門工事業団体において作成された標準見積書を登録し、その活用について申し合わせ）

平成２５年４月１日 ・平成２５年度公共工事設計労務単価適用（労働者全員分の社会保険料（本人負担分）を予定価格に反映）

平成２５年４月１８日

・第５回推進協議会ＷＧにおいて、標準見積書の活用に向けた課題と対応 （標準見積書のブラッシュアップ、周知・
ＰＲの展開、９月頃からの一斉開始等）について申し合わせ

・太田国交大臣から建設業４団体（日建連、全建、全中建、建専連）のトップに対し、適切な賃金水準の確保や社会
保険の加入徹底等について要請保険の加入徹底等について要請

７月

・全国１０カ所で、建設業団体・業者、地方自治体を対象に「社会保険未加入対策の推進等に関する説明会」を開催
・日建連「法定福利を内訳明示した見積書の活用マニュアル」策定・公表（H25.7.23）
・全建「適正な公共事業の執行に関する取組強化キャンペーン」の実施を公表（H25.7.26)

８月中旬～９月下旬 ・全ての専門工事業団体と個別面談を実施

９月２６日
・ 第3回推進協議会（各専門工事業団体においてブラッシュアップされた標準見積書を登録し、一斉活用開始につい

て申し合わせ）

推進協議会以降 ・標準見積書の一斉活用開始

１０月１日
・官庁営繕事業において、本来負担すべき法定福利費（事業主負担分）相当額を予定価格に反映（１．５％上昇）

１０月１日
・公共建築工事見積標準書式において、法定福利費事業主負担分の項目を追加・適用

１０月中旬目途
・標準見積書の活用状況に関するアンケート（元請企業向け、下請企業向け）を配布・公表

・各団体に設置された相談窓口等を通して国土交通省にて、随時、現場における意見を集約

１１月末 ・標準見積書の活用状況に関するアンケート提出〆切、取りまとめ

１２月中旬目途 ・第７回推進協議会ＷＧの開催（活用状況を踏まえた今後の課題と対応を検討）
3



第３回社会保険未加入対策推進協議会における申し合わせ

法定福利費の内訳明示に係る標準見積書の活用等による社会保険未加入対策の更なる推進について

第３回社会保険未加入対策推進協議会の開催に当たり、過

去２回の本協議会における申し合わせを踏まえつつ、法定福利

費の内訳明示に係る標準見積書を活用した社会保険未加入対

法定福利費の内訳明示に係る標準見積書の活用等による社会保険未加入対策の更なる推進について

・ まず、私たち関係者は一体となって、標準見積書の活用

等により法定福利費を内訳明示した見積書を提出する環境費の内訳明示に係る標準見積書を活用した社会保険未加入対

策の更なる推進について、以下のとおり申し合わせます。

一．法定福利費の内訳明示に係る標準見積書を活用する趣旨

・ 社会保険の加入を進めるためには 保険料を払うための

等により法定福利費を内訳明示した見積書を提出する環境

づくりにより積極的に取り組みます。

・ 元請企業は、社会保険の加入に関する下請指導ガイドラ

インに基づく下請企業への指導を一層徹底するとともに、下

請 書
社会保険の加入を進めるためには、保険料を払うための

法定福利費を確保していくことが必要不可欠であり、標準見

積書の活用等により法定福利費を内訳明示した見積書を提

出する取組は、その第一歩として重要です。

その上で 私たち行政 元請企業 下請企業 建設労働者

請企業との契約に当たって、標準見積書の活用等により法

定福利費を内訳明示した見積書を提出するよう働き掛け、

提出された見積書を尊重します。

・ 下請企業は 標準見積書の活用等により法定福利費を・ その上で、私たち行政・元請企業・下請企業・建設労働者

等の関係者は、この取組は、これで元請企業や下請企業が

利益を得るような類のものでは決してなく、就労環境の改善

を通じた建設労働者の確保と事業者間の公平で健全な競

・ 下請企業は、標準見積書の活用等により法定福利費を

内訳明示した見積書を元請企業に対して提出して算定根拠

を適切に説明し、適正な法定福利費が確保されるよう取り

組むとともに、自社及び外注先の技能労働者を必要な保険

に加入させるよう積極的に取り組みます争環境を構築するために、保険料本人負担分とあわせて、

法律上必要な費用を流すだけに過ぎないという認識を改め

て共有します。

に加入させるよう積極的に取り組みます。

・ 国土交通省等は、主な民間発注者団体、地方公共団体

等に対し、標準見積書の活用等による法定福利費の確保を

含め、社会保険未加入対策の推進に係る取組を実効あるも
二 標準見積書の活用等による法定福利費の確保に向けた関

含め、社会保険未加入対策の推進に係る取組を実効あるも

のとするための働き掛けを積極的に展開します。
二．標準見積書の活用等による法定福利費の確保に向けた関

係者の具体的な取組

私たち関係者は、標準見積書の活用等により法定福利費

を内訳明示した見積書を下請企業から元請企業に対して提

三．加入促進計画の着実な実行

（略）
出する取組を本日から一斉に開始するため、関係者が一体

となって、社会保険未加入は許さないとの固い決意をもって、

以下の取組を進めます。

（略）

平成２５年９月２６日

社会保険未加入対策推進協議会
4



標準見積書作成手順御 積書 例

（サンプル）標準見積書の作成例

標準見積書作成手順

〔基本的な法定福利費算出方法の場合〕

＝ 労務費総額 × 法定保険料率◇◇◇株式会社　殿
住所 ××

御見積書（例）

〔算出手順例〕

１．労務費総額（Ｂ）を各個社・業界の実情に合わせ
た方法で算出

住所　××
○○　株式会社

見積金額 L （消費税込）

た方法で算出。

２．算出した労務費総額（Ｂ）に対して、法定で定め
られた保険料率を乗じて各保険の概算保険料を
算出（Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｈ）。※例は協会けんぽ東京支

（内訳）

数量 単価 金額

○○○工事 材料費 A

労務費（法定福利費を除く） Ｂ

経費 C

小計 D A B C

項目 歩掛

算出（Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｈ）。※例は協会けんぽ東京支
部の事例。

※介護保険料については、事業主負担相当の保険料率（保
険料率の2分の1）に被保険者となる40歳以上64歳以下の
割合（52.3％、協会けんぽの場合）を乗じた比率とする

小計 D=A+B+C

法定福利費

法定福利費事業主負担額 対象金額 金額

雇用保険料 B 1.050% p E・・・B×p

健康保険料（※１） B 4 985% F B×

料率

割合（52.3％、協会けんぽの場合）を乗じた比率とする

介護保険料率の算式＝1.55％/2×52.3％＝0.405％(r)

３．各保険の概算保険料を合計し、内訳明示する概
算保険料総額を算出（Ｉ＝ Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ または

健康保険料（※１） B 4.985% q F・・・B×q

介護保険料（※２） B 0.405% r G・・・B×r

厚生年金保険料
(児童手当拠出金含む）

B 8.710% s H・・・B×s

合計 B 15.150% t I・・・B×t I

※１ 協会けんぽ東京支部 加入の場合

Ｂ×ｔ）

４．小計額（Ｊ）を算出。

５．消費税（Ｋ）を算出。

※１　協会けんぽ東京支部　加入の場合

※２　介護保険加入割合を５２．３％（協会けんぽ H23事業年報より）と仮定

J=D+I

K=J×5%消費税等

　小計

６．合計（Ｌ）を算出し、見積金額として計上。

K J×5%

L=J+K

　消費税等

　合計
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賃金水準確保対策賃金水準確保対策
－きめ細かな実態調査の中間的なとりまとめ結果等－

国土交通省 土地・建設産業局国土交通省 土地・建設産業局

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

sangyo-c11_user
タイプライターテキスト
H25.10.23「適切な賃金水準の確保」
に関する太田大臣からの建設業団体へ
の要請　フォローアップ会合資料（抄）



技能労働者の処遇改善に向けた取組

技能労働者への適切な賃金水準の確保について（平成25年3月29日付け国土入企第36号）

○ 平成２５年度の公共工事設計労務単価の大幅な引き上げ（前年度比 全国平均約15%，被災三県約21%）を受け、建設業団体、公共発注者及び主
な民間発注者に対し、技能労働者の適切な賃金水準の確保等や社会保険への加入の徹底等を要請

国土交通省と建設業４団体との会合 （4月18日）

【国土交通省側】太田国土交通大臣、鶴保国土交通副大臣、松下国土交通政務官 他
【建設業団体側】日本建設業連合会、全国建設業協会、全国中小建設業協会、建設産業専門団体連合会

出席者

大臣発言のポイント

○ 設計労務単価の大幅な引き上げを踏まえ、適切な価格での契約、技能労働者への適切な水準の賃金の支
払い、社会保険への加入の徹底等が行われるよう、建設業界挙げてのご理解と適切な対応をお願いしたい。

大臣発言のポイント

建設業団体の対応状況（抄）建設業団体の対応状況（抄）

○ ４月２５日 技能労働者の適正な賃金の確保等について決議（理事会）
○ ７月１８日 下請企業に対して、労務賃金の改善の要請、労務賃金の状況調査の実施などを決定（理事会）

→ ７月２６日 中村会長が太田大臣に報告

日本建設業連合会

→ ７月２６日 中村会長が太田大臣に報告

○ ４月２６日 技能労働者の適正な賃金の確保等について決議（理事会）
○ ７月２６日 適正な公共事業の執行についての取組の強化等を決定（理事会）

全国建設業協会

全国中小建設業協会

○ ５月２９日 技能労働者の適正な賃金の確保等について決議（理事会）
○ ８月１２日 更なる周知徹底、市町村の現状把握等を決定（正副会長会議）

全国中小建設業協会

○ ６月４日 技能労働者の適正な賃金の確保等について決議（通常総会）

建設産業専門団体連合会

○ ６月４日 技能労働者の適正な賃金の確保等について決議（通常総会）

「太田国土交通大臣から建設業団体トップへの直接の要請」フォローアップ会合（本日10月23日）
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技能労働者の賃金水準確保の現状 －きめ細かな実態調査の中間的とりまとめ結果－

○発注者→受注者 ：設計労務単価の上昇（前年度比全国平均約１５％、被災三県約２１％）により、公共発注者から受注者にわたる賃金原資は拡大

○建 設 企 業 ：賃金水準の引上げは道半ば（１／３強の企業が４月以降何らかの形で賃金水準を引上げ（予定を含む））、今後の拡大に期待

○技 能 労 働 者：技能労働者数は横ばいから減少傾向にあり、今後も注視が必要

H25設計労務単価の上昇により 受注者にわたる賃金原資は拡大 １／３強の建設企業が ４月以降何らかの形で賃上げを実施

92 0%
92.3% 92.2%

92%

93%

94%

図－１ 月別平均応札率の推移

応札率はほぼ昨年度並

みであり、設計労務単価

の上昇による賃金原資

は受注者に移動している

と言える

国交省等
公共
発注者

民間
発注者

H25設計労務単価の上昇により、受注者にわたる賃金原資は拡大 １／３強の建設企業が、４月以降何らかの形で賃上げを実施

35.5% 33.6% 30.3%

25%

30%

35%

40%

賃金水準の引上げ状況（％）

応札率はほぼ昨年度並みであり、
設計労務単価の上昇による賃金原資は
受注者に移動していることが推定される

91.3%
91.1%

90.9%

92.0%

91.0%
90.8%

91.1%

90.7%90.8%
91.0%90.8%

91.2%

89.9%

90.9%

91.4%
91.1%

91.4%

89%

90%

91%

92%

予定価格（設計労務単価）の上昇に対し、応札

額が変化しない（受注者が賃金水準確保を考慮

しない）場合、応札率は下落する
元請企業

0.6%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

引上げた 引上げていない 引下げた 無回答

予定価格（設計労務単価）の上昇に対し、応札額
が変化しない（受注者が賃金水準確保を考慮しな
い）場合 応札率は下落する

88%

出典：国土交通省入札結果データ（港湾空港を除く）

調査基準価格以下、μ±２σの範囲外データを除外し算出

全産業と比較し、建設業、とりわけ鉄筋・型枠・
とび等の専門工事業の給与が上伸している

一方、技能労働者数は横ばい～減少傾向
建設業の担い手確保は途上

出典：平成25年度下請取引等実態調査（国土交通省）

引上げた

（予定含む）

引上げていない

（予定含む）

引下げた

（予定含む）

無回答い）場合、応札率は下落する

下請企業

とび等の専門工事業の給与が上伸している 建設業の担い手確保は途上

1.9%
2.0%

2.5%

過去６ヵ月の給与※ 対前年比
※休日・残業代を除く

336
332

335 335
332

335

343
338 339

335
339

345
349

343

333
340

350

360
技能労働者の推移（万人）

1.6%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

323

332 331 332 333 331

315

327

300

310

320

330

2

技能労働者 ‐0.3%‐0.5%

0.0%

産業計 建設業 職別工事業

出典：毎月勤労統計調査（厚生労働省）
職別工事業（大工・型枠・とび・鉄筋・左官・板金・塗装等）の事業所における給与

290

建設産業に従事する労働者のうち、「生産工程従事者」「建設・採掘従事者」「輸送・機械運転従事者」を技能労働者とした
出典：労働力調査（総務省）
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技能労働者の賃金水準確保の課題と今後

平成25年度下請取引等実態調査（本年６月末までの状況を調査。約１万４千社から回答）における、「技能労働者の賃金水準」に係る調査項目（約１万社から回答）

を集計した。

○賃金水準を引上げた理由として、人手不足に由来する「労働力確保のため」と並び、 「業界の発展に必要」や 「設計労務単価の上昇」が挙げられてお

り、これまでの賃金水準の確保の取組が一定程度の成果を上げつつあると考えられる

○賃金水準 確保 取組 認知と賃金水準引上げに 相関がある とから 取組 周知徹底を図る とが重要 ある

17 3%業績が好調で資金確保できた

賃金水準を引上げた理由（複数回答）

42 8%請負った金額が低く 賃金引上げ費用が捻出できない

賃金水準を引上げられない理由（複数回答）

○賃金水準の確保の取組の認知と賃金水準引上げに正の相関があることから、取組の周知徹底を図ることが重要である

○適切な賃金水準確保が可能な請負金額の徹底と、先行きの不透明感の払拭により、賃金水準引上げの障害を取り除く必要がある

16.7%

17.2%

17.3%

17.3%

設計労務単価の上昇

業界の発展に必要

労働者の確保のため

業績が好調で資金確保できた

12 3%

17.4%

18.5%

29.5%

42.8%

受注者の立場では 発注者に賃金引上げ費用を求めづらい

他社との競争上、賃金にコストを掛けられない

賃金水準引上げに回す余裕がない

経営の先行きが不透明で、引上げに踏み切れない

請負った金額が低く、賃金引上げ費用が捻出できない

2.7%

3.1%

5.3%

5.5%

所属団体の要請

賃上げ交渉を受けた結果

その他

賃金上昇を見込んだ受注ができた

3.2%

5.0%

9.7%

11.1%

12.3%

他の用途に充当したい

社会保険加入に必要な費用に充当したい

既に相場よりも高い賃金を支払っている

発注者・元請が労務費の引上げに応じてくれない

受注者の立場では、発注者に賃金引上げ費用を求めづらい

1.5%

1.8%

0% 5% 10% 15% 20%

応援に出している者との横並び

社会保険への加入のため

0.6%

0.9%

3.2%

3.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

賃金を上げる必要性が理解できない

いくら必要なのか分からない

その他

他 用途 充当

建設産業の担い手確保のため、

○技術労働者の適切な賃金水準の確保のための取組の更なる
周知徹底

今後の取り組みの方向性
４月以降技能労働者の給料を引上げたか

給料を引上
げた

引上げてい
ない

引下げた 無回答 総計

適
切
な

確
保
に

み
を
知

知っている
(74.8%)

52.6% 40.1% 0.4% 6.9% 100.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

3

周知徹底
○ダンピング対策の更なる実施

○インフラの整備・維持について、将来が見通せるよう計画的・安
定的に行うことの提示 等の取組が必要。

な
賃
金
水
準
の

に
関
す
る
取
組

知
っ
て
い
る
か

知らない
(11.4%)

35.2% 59.3% 1.4% 4.1% 100.0%

その他・無回答
(13.8%)

12.9% 17.2% 0.6% 69.3% 100.0%

賃金水準確保に関する取組みを知っている企業の給与引き上げに関する行動
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社会保険未加入対策の課題と今後

平成25年度下請取引等実態調査における、「社会保険の加入状況」に係る調査項目（約1万2千社から回答）を集計した。成 年度 請 等実 調 、 社 保険 」 係 調 項目 を集 。

○ ３保険（年金保険、健康保険、雇用保険）全てに加入している企業の割合は９２．２％。残りの７．８％の未加入企業について
も６２．８％が今後加入予定としており、更なる保険加入の進展が期待。

○ 未加入企業が「今後加入する理由」として、許可行政庁や元請企業からの指導が多く挙げられていることから、引き続き、
許可行政庁による建設業許可・更新時 経営事項審査時の加入指導や 元請企業による下請指導ガイドラインに基づく下請許可行政庁による建設業許可・更新時、経営事項審査時の加入指導や、元請企業による下請指導ガイドラインに基づく下請
指導等の取組の更なる徹底が重要。

○ 未加入企業が「今後加入しない理由」として、請負金額の低さ等により法定福利費が確保できないことが多く挙げられている
ことから、引き続き、ダンピング対策や、業界全体での標準見積書の活用推進等の取組を徹底することが重要。

7.8%

社会保険等への加入割合（３保険）

３保険とも加入 94
1.許可行政庁から指導を受け

たから

2 未加入だと入札資格審査を

今後加入する理由

14

31

24

1.公共工事の発注者や元請負人が、法定福利相当額を

含む契約額の引き上げに応じてくれない。

2.公共工事において、請け負った金額が低く、法定福

利費が捻出できない。

3.民間工事の発注者や元請負人が、法定福利相当額を

含む契約額 引き上げに応じ くれな

今後も加入しない理由

92.2%

いずれか未加入 130

80

109

2.未加入だと入札資格審査を

受けられないから

3.元請負人から指導を受けた

から

4.未加入だと元請負人から工

（無回答等を除く）

24

87

36

108

12

含む契約額の引き上げに応じてくれない。

4.民間工事において、請け負った金額が低く、法定福

利費が捻出できない。

5.受注者の立場では、発注者や元請人に対し、法定福

利費を求めづらい。

6.赤字補填や運転資金に充当する必要があり、社会保

険等に加入する余裕がない。

7.建設機械の購入など他の用途に充当したい。

109

3

6

4.未加入だと元請負人から工

事を受注できないから

5.今回、公共工事設計労務単

価が上昇したから

6.元請人が法定福利費を考慮37.2%

上記7.8％の未加入企業の

今後の社会保険等への加入意向

今後加入する

35

131

6

3

16

8.他社との競争上、法定福利費を負担することができ

ない。

9.経営の先行きが不透明で経費増となる加入に踏み切

れない。

10.加入させるためにいくら必要なのかがわからない。

11.加入させるための手続きがよくわからない。

12 技能労働者本人が加入したがらない6

61

してくれるようになったから

7.その他

62.8% 今後も加入しない

（無回答を除く）

16

51

56

19

12.技能労働者本人が加入したがらない。

13.自社には加入させるべき技能労働者がいない。

14.いずれ廃業する予定である。

15.その他

更なる保険加入の進展 許可行政庁、元請企業による指導徹底 ダンピング対策
標準見積書の活用促進
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○ 建設業では必要な人材を確保し、健全な競争環境を構築するため、平成２４年度から、行政も建設業界も挙げて社会

社会保険等未加入対策の全体像 （H25.10時点）

○ 建設業では必要な人材を確保し、健全な競争環境を構築するため、平成２４年度から、行政も建設業界も挙げて社会
保険未加入対策に取り組んでいます。

○ 社会保険等未加入は業界の構造的な問題でもあることから、総合的に対策を進めています。

① 元請、下請、労働者等の関係団体による推進協議会の設置と保険加入促進計画の策定
② 行政による ク 指導やダ ピ グ対策 実施② 行政によるチェック・指導やダンピング対策の実施
③ 元請企業による下請企業への指導
④ 発注者・元請・下請を挙げた法定福利費の確保

行政による
チェック・指導

＜Ｈ２４．７～＞
○経営事項審査における減

点幅の拡大

＜Ｈ２４．１１～＞ ○許可時・経審時に加入状況を確認・指導
○立入検査時には、加入状況に加え、元請企業の下請企業への指導状況を確認・指導
○指導に従わず未加入の企業は、保険担当部局への通報や監督処分の対象に

推進協議会の設置 （第3回 H25.9.26実施） 保険加入促進計画の策定 ダンピング対策

総
合
的＜Ｈ２４ １１～＞

法定福利費の確保（直轄工事の予定価格への反映、標準見積書の活用）下請企業への指導
（下請指導ガイドライン）

民間発注者

社会保険等への加入原資となる法定福利費を適切に確保するため、各専門工事業団体が作成した標準見
積書の活用等により法定福利費を内訳明示した見積書の下請企業から元請企業への提出を本年９月末から
一斉に開始（第３回社会保険未加入対策推進協議会（H25.9.26）において申し合わせ）

的
対
策
の
推

＜Ｈ２４．１１～＞

○協力会社・施工現場に対する周知啓発や
加入状況の定期把握、加入指導。

○下請企業の選定時に、加入状況の確認・
指導。遅くとも平成２９年度以降は、未加
入企業を下請企業に選定しない取扱い ＜元請企業＞

＜公共（直轄）発注者＞
①現場管理費率式（土木）、複合単価・市場単価等
（建築）の見直し（事業主負担分）及び公共工事設
計労務単価の改訂（本人負担分）により、必要な法
定福利費の額を予定価格に反映。

＜民間発注者＞

○主要民間発注者に対し、必要以上の低価格による
発注を避け、法定福利費等の必要な経費を見込ん
だ発注を行うこと、法定福利費が着実に確保される
よう、見積・契約等の際に配慮すること等を要請。

推
進

入企業を下請企業に選定しない取扱い
とすべき。

○２次以下についても、確認・指導。
○新規入場者の受け入れに際し、適切な保

険に加入させるよう下請企業を指導。遅
くとも平成２９年度以降は 加入が確認

公共・民間
発注者

①法定福利費の流れ

＜元請企業＞
②発注者に対し、必要な費用を適正に考慮した金額
による見積及び契約締結を行うよう要請。

③専門工事業者に法定福利費が内訳明示された見
積書の提出を求めるとともに、提出された場合、こ
れを尊重。

（法定福利費確保のイメージ）

②くとも平成２９年度以降は、加入が確認
出来ない作業員の現場入場を認めない
取扱いとすべき。 等 元請企業労働者 下請企業

③④
れを尊重。

＜下請企業（専門工事業者）＞
④法定福利費が内訳明示された標準見積書（専門工
事業団体作成）を活用等して元請企業に見積提出。

②
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標準見積書の一斉活用等に係る経緯と今後の取組
平成２４年５月２９日 ・第１回推進協議会（各専門工事業団体に対し、標準見積書の作成を依頼）

１０月３１日 ・第２回推進協議会（各専門工事業団体において作成された標準見積書を登録し、その活用について申し合わせ）

平成２５年４月１日 ・平成２５年度公共工事設計労務単価適用（労働者全員分の社会保険料（本人負担分）を予定価格に反映）

太田国土交通大臣から建設業団体（日建連 全建 全中建 建専連）のトップに対し 適切な賃金水準の確保や社
平成２５年４月１８日

・太田国土交通大臣から建設業団体（日建連、全建、全中建、建専連）のトップに対し、適切な賃金水準の確保や社
会保険の加入徹底等について直接要請

同上
・第４回推進協議会ＷＧにおいて、標準見積書の活用に向けた課題と対応 （標準見積書のブラッシュアップ、周知・
ＰＲの展開、９月頃からの一斉開始等）について申し合わせ

７月

・全国１０カ所で、建設業団体・業者、地方自治体を対象に「社会保険未加入対策の推進等に関する説明会」を開催
・日建連「法定福利費を内訳明示した見積書の活用マニュアル」策定・公表（H25.7.23）
・全建「適正な公共事業の執行に関する取組強化キャンペーン」の実施を公表（H25.7.26)

７月中旬～９月上旬 ・全ての専門工事業団体と個別面談を実施７月中旬～９月上旬 ・全ての専門工事業団体と個別面談を実施

９月２６日

・第３回推進協議会（各専門工事業団体においてブラッシュアップされた標準見積書を登録し、一斉活用開始につい
て申し合わせ）

・ 各省庁、公共法人等、都道府県、政令指定都市、主要民間発注者団体、建設業団体に対し同日付で通知発出

推進協議会以降 ・標準見積書の一斉活用開始

１０月１日
・官庁営繕事業において、本来負担すべき法定福利費（事業主負担分）相当額を予定価格に反映（１．５％上昇）

・公共建築工事見積標準書式において、法定福利費事業主負担分の項目を追加・適用

１０月２３日 ・「太田国土交通大臣から建設業団体のトップへの直接の要請」フォローアップ会合

１０月中目途
・標準見積書の活用状況に関するアンケート（元請企業向け、下請企業向け）を配布・公表
・各団体に設置された相談窓口等を通して国土交通省にて、随時、現場における意見を集約

１１月末 ・標準見積書の活用状況に関するアンケート提出〆切、取りまとめ

１２月中旬目途 ・第７回推進協議会ＷＧの開催（活用状況を踏まえた今後の課題と対応を検討）

M-PLBKSS
テキストボックス
6




新労務単価フォローアップ相談ダイヤルの受付状況（９月末現在）

受付件数 北海道 東北 関東 北陸 中部 近畿 中国 四国 九州 沖縄

○ ９月末日現在、１９件。
（前月までの累計、５６件。）

受付件数 北海道
ﾌﾞﾛｯｸ

東北
ﾌﾞﾛｯｸ

関東
ﾌﾞﾛｯｸ

北陸
ﾌﾞﾛｯｸ

中部
ﾌﾞﾛｯｸ

近畿
ﾌﾞﾛｯｸ

中国
ﾌﾞﾛｯｸ

四国
ﾌﾞﾛｯｸ

九州
ﾌﾞﾛｯｸ

沖縄
ﾌﾞﾛｯｸ

1 (3) 1(1) 11(24) 0(1) 0(11) 1(8) 0(3) 0 (1) 5(3) 0(1) 

※(  )は、前月までの累計

９月 前月までの累計

○ 相談者は、元請建設業者が８件と
最も多かった。

（前月までの累計は 元請建設業

相談者の属性
９月 前月までの累計

3
(15 8%)

2
(10 5%)

0
(0.0%)

0
(0.0%)

0
(0.0%)

1
(5.3%) 0

(0.0%)

相談者 発注者

元請建設業者

下請建設業者

技能労働者

組合

5
(8 9%) 202

1
(1.8%)

10
(17.9%)

0
(0.0%)

2
(3.6%)

相談者 発注者

元請建設業者

下請建設業者

技能労働者

組合

９月の相談内容

（前月までの累計は、元請建設業
者が２０件と最も多かった。）

(15.8%)
8

(42.1%)
5

(26.3%)

(10.5%)( )
組合

設計業者

警備業者

金属加工業者

不明

(8.9%) 20
(35.7%)15

(26.8%)1
(1.8%)

2
(3.6%)

組合

設計業者

警備業者

金属加工業者

不明

＜主な相談内容＞
（発注者）

・民間工事を発注するに当たり、公共工事にならって法定福利費を適正に確保した上で労務費を積算したいので、新労
務単価に含まれる法定福利費は総額でいくら計上されているのか内訳を知りたい

９月の相談内容

発注者
に関する相談

6(15)

元請
3( 5)務単価に含まれる法定福利費は総額でいくら計上されているのか内訳を知りたい。

（元請）
・公共発注者が５％の歩切りをしており、ひどい時は１５％程だった。歩切りをなくすように指導してもらいたい。そちらの
問題の解決が先である。

・元請が下請との契約において新労務単価で契約した場合には、平成２５年４月１日以前の契約であっても公共工事の
発注者については 契約の見直しに対応してもらいたい

に関する相談
3( 5)

下請
に関する相談

1( 0)

行政発注者については、契約の見直しに対応してもらいたい。
・東北３県以外のその他の県においても、労務単価の上昇はこれまでにない上昇である。発注者については、積極的に
変更協議に応じて頂きたい。

（下請）
・公共工事ばかり労務単価が上がって、民間工事は上がっていない。民間工事も公共工事並みにスピード感を持って

行政
に関する意見

3(10)

新労務単価等
に関する照会

5(24)

やって頂きたい。
・公共工事設計労務単価を上げたとのことだが、下請まで回ってこない。労務単価を引き上げても実感できない。

※(  )は、前月までの累計

その他 1( 2)
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申請等 指導 報告 加入 指導 2回目指導／ 報告 加入 通報
件数 件数 件数 件数 件数 1回目指導 件数 件数 件数

(a) (b) (b)/(a) (c) (c)/(b) (d) (d)/(b) (e) (e)/(b) (f) (f)/(e) (g) (g)/(e) (h) (h)/(b)

北海道 3,987 443 (11.1%) 57 (12.9%) 39 (8.8%) 106 (23.9%) 21 (19.8%) 10 (9.4%) 5 (1.1%)

東北 9,083 881 (9.7%) 159 (18.0%) 156 (17.7%) 191 (21.7%) 36 (18.8%) 31 (16.2%) 21 (2.4%)

関東 32,568 6,826 (21.0%) 884 (13.0%) 742 (10.9%) 1,695 (24.8%) 283 (16.7%) 242 (14.3%) 0 (0.0%)

北陸 5,373 308 (5.7%) 61 (19.8%) 55 (17.9%) 83 (26.9%) 10 (12.0%) 10 (12.0%) 0 (0.0%)

中部 12,716 1,610 (12.7%) 194 (12.0%) 174 (10.8%) 320 (19.9%) 62 (19.4%) 45 (14.1%) 133 (8.3%)

近畿 23 805 2 361 (9 9%) 359 (15 2%) 332 (14 1%) 560 (23 7%) 84 (15 0%) 78 (13 9%) 2 (0 1%)

建設業許可部局による社会保険加入指導状況及び厚生労働省保険担当部局への通報状況（６月末現在）

報告率 加入率 通報率

整備局等
管　　内

1回目指導
（平成24年11月～平成25年6月まで）

指導率 報告率 加入率

通報
（平成24年11月～
平成25年6月まで）

2回目指導
（平成24年11月～平成25年6月まで）

近畿 23,805 2,361 (9.9%) 359 (15.2%) 332 (14.1%) 560 (23.7%) 84 (15.0%) 78 (13.9%) 2 (0.1%)

中国 7,819 389 (5.0%) 44 (11.3%) 41 (10.5%) 72 (18.5%) 13 (18.1%) 12 (16.7%) 0 (0.0%)

四国 5,133 236 (4.6%) 78 (33.1%) 63 (26.7%) 34 (14.4%) 15 (44.1%) 14 (41.2%) 0 (0.0%)

九州 17,210 1,019 (5.9%) 200 (19.6%) 196 (19.2%) 241 (23.7%) 34 (14.1%) 39 (16.2%) 17 (1.7%)

沖縄 934 6 (0.6%) 1 (16.7%) 1 (16.7%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)

合計 118,628 14,079 (11.9%) 2,037 (14.5%) 1,799 (12.8%) 3,302 (23.5%) 558 (16.9%) 481 (14.6%) 178 (1.3%)

注1）原則として、1回目指導は、4カ月以内、2回目指導は、2カ月以内の報告を求めることとなっている。

注2）建設業許可部局が行った加入指導に対する加入件数は、上記のとおり、各指導に対し、報告までに原則4カ月（1回目指導）、

2カ月（2回目指導）の期間猶予（タイムラグ）があるため、今後、指導に対する加入件数の増加等の変動が見込まれる。

注3）「通報件数」とは、建設業許可部局が行った、原則2回の社会保険等加入指導に従わなかった建設業者を厚生労働省の保険担当部局に

通知した件数。
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加速化に向けた新たな取組（案）

引き続き、

○ 今後の労務単価にも的確に反映できるような現場技能労働者の賃
金水準のきめ細かな実態調査

○ 新労務単価フォローアップ相談ダイヤルの活用促進

等を実施するほか、

今後、新たに、

○ 新労務単価の対象となっている直轄工事（１１月以降の契約工事）の
現場において、適切な賃金水準の確保や社会保険への加入徹底を図
るため、発注者から元請企業に対して周知ポスターの掲示の要請

【別添ポスター参照】

○ 第３回社会保険未加入対策推進協議会申し合わせ（９月２６日）に基
づく標準見積書の一斉活用状況に関するフォローアップ調査の実施

○ 国土交通省ＨＰトップページに新たなバナーを設置し、賃金水準確保
・社会保険未加入対策等の取組を広く周知するとともに、建設業４団体
のＨＰと相互リンク化

○ 他の公共発注者に対して新労務単価が適用されている工事現場に
おける周知ポスターの掲示を要請するなど、現場レベルでの更なる周
知徹底

等を実施する。



若者にとって魅力ある業界であるために。若者にとって魅力ある業界であるために。

新労務単価フォローアップ相談ダイヤル新労務単価フォローアップ相談ダイヤル

真面目に働く職人が報われるために。真面目に働く職人が報われるために。

主に大臣許可業者が関連する、新労務単価の対象となる請負契約にかかる情報その他の関連情報を受け付けています。主に大臣許可業者が関連する、新労務単価の対象となる請負契約にかかる情報その他の関連情報を受け付けています。



北　海　道

１　経過

２　調査対象及び回答件数

(1) 平成２５年４月から６月までの間に契約した工事の受注者及びその下請負人

(2) 平成２５年度の道路及び河川等維持管理業務の実施者

対象件数 回答件数 回答率 対象件数 回答件数 回答率 対象件数 回答件数 回答率

1,255 1,197 95.4% 2,081 1,820 87.5% 3,336 3,017 90.4%

３　調査結果

 社会保険等への加入状況

・ 雇用保険に加入と回答 2,985社 (98.9%)

・ 健康保険に加入と回答 2,736社 (90.7%)

・ 年金保険に加入と回答 2,842社 (94.1%)

資料　２

賃金水準の確保及び社会保険等加入に係る実態調査の概要について
（建設部、農政部、水産林務部）

　国土交通省では、工事の積算に用いるための「公共工事設計労務単価」を平成２５年
３月２９日に決定し、道においても、この労務単価を積算に用いる単価として平成２５
年４月１日に決定したところです。

　今回の労務単価の大幅な上昇は、技能労働者の減少等に伴う労働需給のひっ迫傾向を
適切に反映させるとともに、社会保険等への加入の徹底の観点から、必要な法定福利費
相当額を適切に反映させ設定されたものです。

　こうした状況を踏まえ、北海道が発注している工事等を受注（託）されている方の現
場技能労働者の賃金及び社会保険等への加入状況について、実態を把握するため調査を
実施しました。

元請 下請 合計



Ｂ　社会保険等への加入状況についての設問 【３部】

【設問】
Ｂ－１

＜回答＞

(ａ)雇用保険 計
１　加入している
２　加入していない
３　適用除外
その他（未記載）

(ｂ)健康保険 計
１　加入している
２　加入していない
３　適用除外
その他（未記載）

(ｃ)年金保険 計
１　加入している
２　加入していない
３　適用除外
その他（未記載）

※実回答者数　3017者

【設問】
Ｂ－２

　社会保険等への今後の加入予定について、該当する番号１つに○印を記入してください。

＜回答＞

１　今後加入する
２　今後も加入しない
その他（未記載）

計
※実回答者数　130者

　社会保険等（(ａ)雇用保険、(ｂ)健康保険、(ｃ)年金保険）の企業における現在の加入状況について、
それぞれ該当する番号１つに○印を記入してください。

6 0.2%
16 0.5%
10 0.3%

3,017 100.0%
2,736 90.7%

回答数 回答率
3,017 99.9%
2,985 98.9%

130 4.3%
25 0.8%
20 0.6%

回答数 回答率
81 62.3%

96 3.2%
169 5.6%
16 0.5%

3,017 100.0%
2,842 94.1%

31 23.8%
18 13.8%

130 100.0%

技能労働者の賃金水準確保及び社会保険等加入に係る調査（とりまとめ）　＜ 発注３部 ＞

2／４

※実回答者数　130者

【設問】 （複数回答）
Ｂ－３

　社会保険に今後加入する理由について、該当する番号に○印を記入してください（複数回答可）。

＜回答＞

１　許可行政庁から指導を受けたから
２　未加入だと入札資格審査を受けられないから
３　元請負人から指導を受けたから
４　未加入だと元請負人から工事を受注できないから
５　今回、公共工事設計労務単価が上昇したから
６　元請負人が法定福利費を考慮してくれるようになったから
７　その他

計
※実回答者数　88者

【設問】 （複数回答）
Ｂ－４

　今後も加入する予定はない理由について、該当する番号に○印を記入してください（複数回答可）。

＜回答＞

１　公共工事の発注者や元請負人が、法定福利相当額を含む契約額の引き上げに応じてくれない
２　公共工事において、請け負った金額が低く、法定福利費が捻出できない
３　民間工事の発注者や元請負人が、法定福利相当額を含む契約額の引き上げに応じてくれない
４　民間工事において、請け負った金額が低く、法定福利費が捻出できない
５　受注者の立場では、発注者や元請負人に対し、法定福利費を求めづらい
６　赤字補填や運転資金に充当する必要があり、社会保険等に加入する余裕がない
７　建設機械の購入など他の用途に充当したい
８　他社との競争上、法定福利費を負担することができない
９　経営の先行きが不透明で経費増となる加入に踏み切れない
10　加入させるためにいくら必要なのかがわからない
11　加入させるための手続きがよくわからない
12　技能労働者本人が加入したがらない
13　自社には加入させるべき技能労働者がいない
14　いずれ廃業する予定である
15　その他

計
※実回答者数　37者

9 6.1%
50 34.0%
48 32.7%
9 6.1%
4 2.7%

回答数 回答率
14 9.5%

8 7.0%

6 5.2%
14 12.2%
10 8.7%
20 17.4%
2 1.7%

13 8.8%
147 100.0%

回答数 回答率
8 7.0%

14 12.2%

3 2.6%
3 2.6%
3 2.6%

115 100.0%

4 3.5%
18 15.7%
1 0.9%
1 0.9%

2／４



保険未加入状況調査票

平成２４年１１月～平成２５年９月

健康 年金 雇用 健康 年金 雇用 健康 年金 雇用 健康 未加入率 年金 未加入率 雇用 未加入率

空知 25 0 0 0 0 101 7 7 7 0 16 2 2 2 0 142 9 9 6.3% 9 6.3% 0 0.0%

石狩 293 61 59 58 10 635 127 118 120 14 109 4 3 3 1 1037 192 180 17.4% 181 17.5% 25 2.4%
後志 20 3 3 3 1 101 7 7 7 0 18 1 1 1 0 139 11 11 7.9% 11 7.9% 1 0.7%
胆振 33 0 0 0 0 107 6 6 6 0 33 0 0 0 0 173 6 6 3.5% 6 3.5% 0 0.0%
日高 9 0 0 0 0 30 1 1 1 0 8 0 0 0 0 47 1 1 2.1% 1 2.1% 0 0.0%
渡島 44 9 7 7 3 146 14 12 12 3 21 0 0 0 0 211 23 19 9.0% 19 9.0% 6 2.8%
檜山 4 1 1 1 0 14 1 1 1 0 8 0 0 0 0 26 2 2 7.7% 2 7.7% 0 0.0%
上川 44 6 6 6 0 132 31 30 31 0 24 1 1 1 0 200 38 37 18.5% 38 19.0% 0 0.0%
留萌 5 0 0 0 0 19 0 0 0 0 2 0 0 0 0 26 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
宗谷 2 0 0 0 0 19 3 3 3 0 2 0 0 0 0 23 3 3 13.0% 3 13.0% 0 0.0%
オホーック 23 0 0 0 0 81 3 3 3 0 23 0 0 0 0 127 3 3 2.4% 3 2.4% 0 0.0%

十勝 41 5 5 5 1 151 24 23 24 0 26 1 1 1 0 218 30 29 13.3% 30 13.8% 1 0.5%
釧路 26 2 2 2 0 65 14 14 14 0 17 0 0 0 0 108 16 16 14.8% 16 14.8% 0 0.0%
根室 5 1 1 1 0 27 1 1 1 0 2 0 0 0 0 34 2 2 5.9% 2 5.9% 0 0.0%
合計 574 88 84 83 15 1628 239 226 230 17 309 9 8 8 1 2511 336 318 12.7% 321 12.8% 33 1.3%

13.4%

健康 未加入率 年金 未加入率 雇用 未加入率 健康 未加入率 年金 未加入率 雇用 未加入率

空知 592 11 10 1.7% 11 1.9% 0 0.0% 734 20 19 2.6% 20 2.7% 0 0.0%
石狩 1587 37 33 2.1% 36 2.3% 3 0.2% 2624 229 213 8.1% 217 8.3% 28 1.1%
後志 398 28 26 6.5% 28 7.0% 2 0.5% 537 39 37 6.9% 39 7.3% 3 0.6%
胆振 617 29 27 4.4% 28 4.5% 1 0.2% 790 35 33 4.2% 34 4.3% 1 0.1%
日高 213 15 15 7.0% 15 7.0% 0 0.0% 260 16 16 6.2% 16 6.2% 0 0.0%
渡島 789 41 40 5.1% 40 5.1% 2 0.3% 1000 64 59 5.9% 59 5.9% 8 0.8%
檜山 152 20 19 12.5% 20 13.2% 0 0.0% 178 22 21 11.8% 22 12.4% 0 0.0%
上川 714 20 18 2.5% 18 2.5% 2 0.3% 914 58 55 6.0% 56 6.1% 2 0.2%
留萌 167 3 2 1.2% 3 1.8% 0 0.0% 193 3 2 1.0% 3 1.6% 0 0.0%
宗谷 176 16 13 7.4% 15 8.5% 1 0.6% 199 19 16 8.0% 18 9.0% 1 0.5%
オホーック 623 16 13 2.1% 16 2.6% 0 0.0% 750 19 16 2.1% 19 2.5% 0 0.0%
十勝 714 55 52 7.3% 55 7.7% 2 0.3% 932 85 81 8.7% 85 9.1% 3 0.3%
釧路 313 18 18 5.8% 18 5.8% 0 0.0% 421 34 34 8.1% 34 8.1% 0 0.0%
根室 169 17 15 8.9% 15 8.9% 3 1.8% 203 19 17 8.4% 17 8.4% 3 1.5%
合計 7224 326 301 4.2% 318 4.4% 16 0.2% 9735 662 619 6.4% 639 6.6% 49 0.5%

4.5% 6.8%

・それでも、未加入が継続する場合は、保険
担当部局に通報している。

・許可申請や経審時に、保険未加入が確認され
た場合、文書による指導を行い、４ヶ月以内に
報告を求めている。
・更に、未加入が継続する場合、再度文書によ
る指導を行い、２ヶ月以内に報告を求めている。

経営事項
審査申請

保険未加入
合計

保険未加入合計
内 訳 内 訳

許可
合計

内 訳 内 訳 内 訳 内 訳

保険未加入 許可保険未加入合計
許可
（新規）

保険未加入
許可
（更新）

保険未加入
許可
（業種
追加）
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労務賃金改善等推進要綱 

 

平成２５年７月１８日 

（一社）日本建設業連合会 

 

 

わが国の建設業は、多年にわたり建設需要が縮小する中で、安値競争を余儀

なくされ、元請企業も下請企業もスリム化とリスク分散を強いられたことから、

下請構造の重層化と技能労働者の処遇の低下が進行し、特に賃金水準の著しい

低下は、新規入職者の減尐と技能労働者の高齢化を招いており、技能労働者の

枯渇から建設業の存立が危ぶまれる事態に立ち至っている。 

日建連は、こうした危機感から、平成２１年５月以来、技能労働者の確保、

育成に向けてその処遇改善に取り組んできたが、折しもリーマンショックによ

る景気の悪化、国内産業の空洞化による設備投資の激減、民主党政権下での公

共事業費の急激な切り下げなどの経営環境の急激な悪化に阻まれ、十分な成果

は得られていない現状にある。 

一方で、東日本大震災の復旧、復興事業を契機に一部で労務賃金が急上昇す

るという新たな局面を迎え、国土交通省は平成２５年度の公共工事設計労務単

価の大幅な引上げを実施したが、この措置を労務費の高騰に苦しむ元請企業や

下請企業の救済策とのみ安易に受け止めてはならない。大震災に伴う労賃の上

昇と公共工事設計労務単価の引上げは、技能労働者の処遇を改善し、建設業の

将来を取り戻す、建設業再生のラストチャンスと捉え、これを契機に業界あげ

て技能労働者の処遇の改善を実現し、定着させねばならない。 

このため日建連としては、下記のとおり、労務賃金の改善を下請企業に要請

する措置を実施するとともに、改めて重層下請構造の改善を含め、技能労働者

の確保、育成に向けた総合的な取組みの推進を決意し、併せて関係方面への要

請をとりまとめた。 

もとより、労務賃金の額は、技能労働者を雇用する下請業者がその責任にお

いて決定すべきものであり、実際の労務賃金は、元請企業とは契約関係のない

下請業者から支払われるのが常態であって、元請企業には容易に手の届かない

ものであるが、元請企業としても可能な限りの手立てを尽くす努力が必要であ

る。 

なお、建設業の技能労働者の賃金水準は全産業平均を２割以上も下回る異常

な状況にあり、今回の公共工事設計労務単価のような１５％程度の労務賃金の

改善では、いまだ他産業に及ばない。建設業における技能労働者が誇りと希望

をもって国民の資産の形成と保全に貢献できるようになるには、更なる処遇の

改善と充実が不可欠であり、今後とも弛まぬ努力を続けることが建設企業の使

命である。 

sangyo-c11_user
テキストボックス
　　　資料　３
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記 

 

第１ 適切な労務賃金の支払いの要請 

日建連会員企業は、公共工事設計労務単価が適用される公共工事（以下「本

件対象工事」という。）について、次の措置を行うものとする。 

① 一次下請への見積り依頼時に公共工事設計労務単価を交付し、その引上げ

の趣旨にかなう適切な契約を締結する。 

② 技能労働者に対し、社会保険料等の個人負担分を含め、公共工事設計労務

単価の引上げの趣旨にかなう適切な賃金が支払われるよう、一次下請に要請

する。 

また、直接の契約関係がない二次以下の下請企業に対しても、一次下請等

を介して、公共工事設計労務単価の引上げの趣旨にかなう適切な賃金が支払

われるよう要請する。 

③ 上記①及び②の取組みの具体的な実施方法として、別紙－１のとおり実

施要領を定める。 

 

第２ 労務賃金の状況調査の実施 

日建連会員企業は、技能労働者の賃金水準の改善状況を把握するため、平成

２５年度及び２６年度における本件対象工事について定期的に労務賃金の状

況等の調査を行うものとし、その具体的な実施方法として、別紙－２のとおり

実施要領を定める。 

 

第３ 社会保険等加入促進 

平成２５年度の公共工事設計労務単価の引上げは、社会保険料等の個人負担

分を含むものであり、適切な労務賃金の支払いの要請と合せて、「日建連社会

保険加入促進計画」（平成２４年４月）に則り、社会保険等への加入を確保す

るための対応を行うものとする。 

 

第４ 適正な受注活動の徹底 

日建連会員企業は、近年における厳しい受注環境の下での低価格受注の多発

が今日のような労務賃金の著しい低下を招いた一因であることを真摯に受け

止め、平成２５年４月２５日付け理事会決議の趣旨を踏まえ適正な受注活動に

徹するものとする。 
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第５ 民間工事における取組み 

上記１の取組みは、公共工事設計労務単価が適用される公共工事について

実施するものであるが、労務賃金の水準は、当然ながらそれ以外の公共工事

や民間工事にも波及するものであり、これらの工事についても適切な水準の

労務賃金を確保する取組みが不可避となる。そのため、特に民間工事の発注

者に対して適切な理解と協力をお願いする取組みを行う必要がある。 

 

第６ 重層下請構造の改善 

 建設工事における重層下請構造は、分業形態として合理的な面はあるものの、

近年、受注環境の悪化と先行きの不安から更に重層化が進行し、技能労働者の

処遇の低下を招いたことも否定できない。重層下請構造の改善は、もとより専

門工事業界の取組みに負うところが大きいが、日建連会員企業としても、改め

て重層下請構造の改善に取り組むこととし、工事種別や職種別に改善の必要性

と可能性を検証し、５年後を目途に可能な分野で原則二次まで（設備工事は三

次まで）の実現を目指す。 

 

第７ 技能労働者の処遇改善の総合的な取組み 

 日建連は、去る平成２１年５月に「建設技能者の人材確保・育成に関する提

言」を行い、賃金の改善をはじめ６項目の処遇改善策を会員企業の取組みの指

針としてきたが、更に労務賃金の改善と社会保険等加入促進の取組みを含めて

同提言の充実を図り、総合的な取組みを進めるものとする。 

もとより、わが国の建設業における技能労働者の処遇改善は、建設業界の努

力のみならず、行政や官民の発注者、更に国民の理解が欠かせない困難な課題

であり、十分な成果を得るには多くの日時が必要である。このため、今後の進

展状況や諸情勢の変化に応じ、上記１の措置の見直しや、上記２の調査の延長

を含め、現実的で合理的な取組みを進めたい。 

 

第８ 関係方面への要請 

① 労務賃金の改善は、わが国建設業の健全な発展に欠かせない取組みであり、

日建連会員企業はもとより、全ての元請企業と下請企業に対し適切な理解と

積極的な取組みを要請する。 

特に、重層下請構造の改善については、専門工事業界における業界構造と

企業体質の改善が求められるので、元請企業においては真摯に取り組む下請

企業への配慮を要請する。 

② 労務賃金の改善は、わが国建設業の健全な生産力を維持し、将来ともに国

民に良質な資産を提供するために欠かせない取組みであり、官民の建設工事

の発注者には、適切な発注金額や適切な工期の設定など、ご理解とご協力を

要請する。 
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③ 国、地方公共団体、独立行政法人等の公共工事の発注者には、技能労働者

の処遇改善を念頭に置き、低価格受注の防止に資する入札契約システムの整

備や、より根本的には公共事業の平準化を要請する。 

④ 国土交通省などの建設業の健全な発展を所管する行政庁には、技能労働

者の確保、育成や、重層下請構造の改善などに関し、全ての建設業者に対

する積極的なご指導がなされるよう要請する。 

 

以 上 
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（別紙－１） 

 

公共工事における適切な労務賃金の支払に係る 

下請企業への要請等に関する実施要領 

 

平成２５年７月１８日 

(一社)日本建設業連合会 

 

（１）適切な賃金水準での下請契約の締結 

元請は、一次下請に見積を依頼するにあたり、当該年度の公共工事設計労務

単価（都道府県別）を交付するとともに、添付資料-１の「契約書・特記事項

への記載様式」のとおり、一次下請との契約書・特記事項において、技能労働

者に対し、社会保険料等の個人負担分を含め、公共工事設計労務単価の引き上

げの趣旨にかなう適切な賃金が支払われるよう要請する。 

 

（２）適切な賃金の支払に係る下請への要請 

  元請は一次下請に対し、下請契約締結時に添付資料-２の「取引先企業のみ

なさまへ」を配布し、公共工事設計労務単価の引き上げの趣旨にかなう適切

な賃金が技能労働者に支払われるよう要請するとともに、一次下請以下はそ

れぞれの再下請に対し、同文書を配布し、公共工事設計労務単価の引き上げ

の趣旨にかなう適切な賃金が技能労働者に支払われるよう順次要請すること

を依頼する。 

 

（３）賃金の支払状況に関する調査への協力 

元請は一次下請に対し、一次下請以下はそれぞれの再下請に対し、元請が行

う賃金の支払状況に係る調査に応じるよう要請する。 

 

（４）社会保険等への加入の促進 

元請は下請の社会保険料に係る法定福利費の全額を一次下請に支払うこと

を基本とする。 

元請は一次下請に対し、一次下請以下はそれぞれの再下請に対し、社会保険

等の加入状況を確認し、未加入の場合には加入するよう要請する。 

 

（５）その他 

① 本実施要領は、平成２５年度以降の公共工事設計労務単価が適用され

る公共工事に適用する。 

② 本実施要領は、技能労働者の処遇改善の今後の進展状況や諸情勢の変

化とともに、（１）～（４）の措置の有効性の検証等を踏まえ、２年後に
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見直し等を行うものとする。 

③ 本件措置は、技能労働者に対する労務賃金の改善を目的とするもので

あり、公共工事設計労務単価を上回る水準の労務賃金の支払いを妨げる

ものではない。 

 

 

（本件の問合せ先） 

土木本部 福田卓士 ℡ 03-3552-3201（t.fukuda@nikkenren.or.jp） 

建築本部 葉石善一 ℡ 03-3551-1118（haishi@nikkenren.or.jp） 

 



添付資料－１ 契約書・特記事項への記載様式 
 
 
 

下請負契約 特記事項（記載例） 

工事名：○○○○○工事 
 
 

１ 技能労働者に支払う賃金について 

（１）甲は、乙に対し、技能労働者の技能・経験年数・資格等を勘案し、平成○○年度公共工事設計労務単価（○○県）の引き

上げの趣旨にかなう適切な賃金を支払うよう要請する。     

（２）乙は、二次下請に対し、次の要請を行う。 

①二次下請は、技能労働者の技能・経験年数・資格等を勘案し、平成○○年度公共工事設計労務単価（○○県）の引き上げ

の趣旨にかなう適切な賃金を支払うこと 

②二次以下の下請企業が再下請契約を行う場合は、それぞれ再下請企業に対し、平成○○年度公共工事設計労務単価（○○

県）の引き上げの趣旨にかなう適切な賃金が支払われるよう、順次要請すること 

 
 

２ 賃金の支払いに関する調査について 

（１）乙は、甲が定期的に実施する賃金の支払いに関する調査（以下、労務単価調査）に応じる。 

（２）乙は、二次下請に対し、次の要請を行う。 

①二次以下の再下請企業が再下請契約を行う場合は、それぞれの再下請企業に対し、甲が乙を通じて実施する労務単価調査

に応じるよう、順次要請すること。 

 
 

３ 社会保険等への加入について 

（１）乙は、社会保険・労働保険（以下「社会保険等」という）に加入するものとする。 

（２）乙は、二次下請に対し、次の要請を行う。 

①二次以下の再下請企業が再下請契約を行う場合は、それぞれの再下請企業に対し、社会保険等の加入状況を確認し、未

加入の場合には加入するよう、順次要請すること。 



添付資料－２ 

平成２５年  月  日 

 

 

取引先企業のみなさまへ 

 
ここに会員企業名を印字 

事業所名を印字 
 
 

適切な賃金の支払に関わる取り組みについて（協力要請） 

 

謹啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 さて、国においては、平成２５年度より公共工事設計労務単価の大幅な引き

上げを断行するとともに、建設業団体等に対して「技能労働者への適切な賃金

水準の確保」に係る強い要請がなされたところです。 
 弊社は、（一社）日本建設業連合会の決定を受けて、技能労働者等への適切な

賃金水準の確保と社会保険等への加入の徹底を図るため、公共工事を対象に、

適切な賃金水準での下請契約の締結と社会保険等への加入の確認、指導、二次

以下の再下請への協力要請、及び賃金水準の状況把握のための調査の実施につ

いて、下記の事項をすることといたしました。 
 取引先企業のみなさまにおかれては、その趣旨をご理解の上、ご協力のほど

よろしくお願いいたします。 

謹白 

 

                   記 

 

１ 適切な賃金水準での下請契約の締結及び賃金支払に係る下請への要請 

   元請は、一次下請に見積を依頼するにあたり、平成２５年度公共工事設

計労務単価を交付するとともに、一次下請との契約において、技能・経験

年数・資格等を勘案し、平成２５年度公共工事設計労務単価（基本給＋手

当＋臨時給与＋実物給与 ※社会保険の個人負担分を含む）の引き上げの

趣旨にかなう適切な賃金が、一次下請を含む下請の技能労働者に支払われ

ることを要請します。 

    

２ 賃金の支払状況を把握するための調査 

   元請は、一次下請を含む下請に対し、元請が行う賃金の支払状況を把握

するための調査（定期的に実施）に応じるよう要請します。 

 

３ 社会保険等への加入の促進 

   元請は、一次下請を含む下請に対し、社会保険等の加入状況を確認し、

未加入の場合には加入するよう指導します。 

以 上 
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（別紙－２）  

 

 

公共工事における適切な労務賃金の支払等に係る調査の実施要領 

 

平成２５年７月１８日 

 (一社)日本建設業連合会 

 

技能労働者への適切な賃金の支払及び社会保険等の加入状況に係る調査を以下

の要領で実施する。 

 

（１）調査対象工事 

１）公共土木工事 

  国及び地方公共団体、高速道路会社、機構・事業団等が発注し、日建連会員

会社が受注した公共土木工事で、平成２５年度及び２６年度の公共工事設計労

務単価が適用され、平成２５年４月以降に契約した工事を対象とする。なお、

国土交通省の要請により実施している“東日本大震災被災地及びその周辺にお

ける労務単価調査”の対象地域注）における工事は除く。 

注）青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、新潟の 10 県 

 

２）公共建築工事 

国等が発注し、日建連会員会社が受注した公共建築工事で、平成２５年度

及び２６年度の公共工事設計労務単価が適用され、平成２５年４月以降に契

約した工事を対象とする。 

 

（２）調査方法 

 １）調査対象職種 

    調査対象工事に従事する５１職種のうち、よく使われる下記の１８職種

について、賃金の支払状況及び社会保険の加入状況を調査する。 

    特殊作業員、普通作業員、軽作業員、造園工、とび工、ブロック工、電

工、鉄筋工、運転手（特殊）、運転手（一般）、土木一般世話役、型わく

工、大工、左官、配管工、設備機械工、交通誘導員Ａ、交通誘導員Ｂ 

 

２）標本数 

①公共土木工事              

・日建連役員会社においては、工事価格３億円以上の工事について、原則とし

て、受注した件数の２割を対象とする。 
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・役員以外の会社においては、工事価格１億円以上の工事について、少なくと

も１件以上を対象とする。 

 

  ②公共建築工事 

   工事価格１億円以上の工事について、原則として、受注した件数の２割を

対象とする。 

 

 ３）調査の実施方法 

   東日本大震災被災地において実施している調査方法に準じて、工事毎に一

次下請以下の技能労働者の賃金データ及び社会保険の加入状況を階層別に収

集する。 

 

 ４）調査の実施時期 

  ・労務単価の調査は、当面、四半期毎に実施する。ただし、エリアによって

は、労務単価の今後の趨勢により、別途追加調査を検討する。 

  ・社会保険の調査は、年１回の調査を実施する。 

 

 ５）調査結果の報告                   

調査結果は、調査実施から１か月後を目途に、日建連事務局に報告する。 

なお、調査結果は、今後の労務単価改定の参考となるよう、国へ報告する。 

 

６）送付先等 

 ・調査結果の送付先（提出は電子データでお願いします） 

(土木) 日建連 土木第一部 本多（t.honda@nikkenren.or.jp） 

(建築) 日建連 建 築 部 石坂（ishizaka@nikkenren.or.jp） 

・本調査の問合せ先 

労務単価（土木）土木第一部 福田  ℡03-3552-3201 

労務単価（建築）建 築 部 葉石  ℡03-3551-1118 

社会保険等   企画調整部 馬場  ℡03-3553-0703 

 



報告様式（労務単価及び社会保険等）

（日建連会員会社→日建連）

　　　　　　調査年月

調査人数
（人）

労務単価
（平均値）

健康保険
（人）

年金保険
（人）

雇用保険
（人）

備考

特殊作業員

普通作業員

軽作業員

造園工

とび工

ブロック工

電工

鉄筋工

運転手（特殊）

運転手（一般）

土木一般世話役

型わく工

大工

左官

配管工

設備機械工

交通誘導員Ａ

交通誘導員Ｂ

そ
の
他
職
種

工事場所

調
査
対
象
職
種

会員会社名

発注者名

工事件名



調査表(労務単価及び社会保険等）

（協力会社→日建連会員企業）

調査人数
（人）

労務単価
（平均値）

健康保険
（人）

年金保険
（人）

雇用保険
（人）

備考

特殊作業員

普通作業員

軽作業員

造園工

とび工

ブロック工

電工

鉄筋工

運転手（特殊） ※工事場所は、市町村名までご記入ください。複数箇所ある場合は全ての場所をご記入ください。

運転手（一般） ※工事場所以外の項目について、把握していない、事情により記入できない部分は、空欄で提出していただいて結構です

土木一般世話役 ※記入された単価の根拠となる賃金台帳は調査対象企業にて保存いただき、問合せの際に調査結果と照合できるようにしてください

型わく工 ※「能力給」「資格給」「皆勤手当」等は②基準内手当に含まれます。

大工  　　その他、手当の区分については、下記国交省ホームページの参考資料：手当（逆引き）をご利用ください

左官 http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk2_000006.html

配管工 ※慰安・娯楽・厚生費用、研修訓練費用等は労務単価には含みません。

設備機械工

交通誘導員Ａ

交通誘導員Ｂ

　　　　調査対象職種以外に、調査可能な職種がございましたらご記入ください。

そ
の
他
職
種

協力会社名 □□建設株式会社

工事場所 ○○県△△市

調
査
対
象
職
種

発注者名 △△地方整備局

工事件名 ○○トンネル工事

下請契約階層 ２次

他地域からの交通費や宿泊費、社会保険料（企業負担分）は除いてご記

入ください

【参考】労務単価の構成は下記のとおりとなりますので、このことを踏まえご協力願います 

公共工事設計労務単価は、次の①～④で構成される（図－１）。 

① 基本給相当額 

② 基準内手当（当該職種の通常の作業条件及び作業内容の労働に対する手当） 

③ 臨時の給与（賞与等） 

④ 実物給与 （食事の支給等） 

 

図－１ 単価の構成 

①        ②          ③          ④ 

 公共工事設計労務単価 ＝ 基本給相当額 ＋ 基準内手当 ＋ 臨時の給与 ＋ 実物給与  

 

                                   所定労働時間内８時間当たり         所定労働日数１日当たり   
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（別紙－２）  

 

 

公共工事における適切な労務賃金の支払等に係る調査の実施要領 

 

平成２５年７月１８日 

 (一社)日本建設業連合会 

 

技能労働者への適切な賃金の支払及び社会保険等の加入状況に係る調査を以下

の要領で実施する。 

 

（１）調査対象工事 

１）公共土木工事 

  国及び地方公共団体、高速道路会社、機構・事業団等が発注し、日建連会員

会社が受注した公共土木工事で、平成２５年度及び２６年度の公共工事設計労

務単価が適用され、平成２５年４月以降に契約した工事を対象とする。なお、

国土交通省の要請により実施している“東日本大震災被災地及びその周辺にお

ける労務単価調査”の対象地域注）における工事は除く。 

注）青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、新潟の 10 県 

 

２）公共建築工事 

国等が発注し、日建連会員会社が受注した公共建築工事で、平成２５年度

及び２６年度の公共工事設計労務単価が適用され、平成２５年４月以降に契

約した工事を対象とする。 

 

（２）調査方法 

 １）調査対象職種 

    調査対象工事に従事する５１職種のうち、よく使われる下記の１８職種

について、賃金の支払状況及び社会保険の加入状況を調査する。 

    特殊作業員、普通作業員、軽作業員、造園工、とび工、ブロック工、電

工、鉄筋工、運転手（特殊）、運転手（一般）、土木一般世話役、型わく

工、大工、左官、配管工、設備機械工、交通誘導員Ａ、交通誘導員Ｂ 

 

２）標本数 

①公共土木工事              

・日建連役員会社においては、工事価格３億円以上の工事について、原則とし

て、受注した件数の２割を対象とする。 
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・役員以外の会社においては、工事価格１億円以上の工事について、少なくと

も１件以上を対象とする。 

 

  ②公共建築工事 

   工事価格１億円以上の工事について、原則として、受注した件数の２割を

対象とする。 

 

 ３）調査の実施方法 

   東日本大震災被災地において実施している調査方法に準じて、工事毎に一

次下請以下の技能労働者の賃金データ及び社会保険の加入状況を階層別に収

集する。 

 

 ４）調査の実施時期 

  ・労務単価の調査は、当面、四半期毎に実施する。ただし、エリアによって

は、労務単価の今後の趨勢により、別途追加調査を検討する。 

  ・社会保険の調査は、年１回の調査を実施する。 

 

 ５）調査結果の報告                   

調査結果は、調査実施から１か月後を目途に、日建連事務局に報告する。 

なお、調査結果は、今後の労務単価改定の参考となるよう、国へ報告する。 

 

６）送付先等 

 ・調査結果の送付先（提出は電子データでお願いします） 

(土木) 日建連 土木第一部 本多（t.honda@nikkenren.or.jp） 

(建築) 日建連 建 築 部 石坂（ishizaka@nikkenren.or.jp） 

・本調査の問合せ先 

労務単価（土木）土木第一部 福田  ℡03-3552-3201 

労務単価（建築）建 築 部 葉石  ℡03-3551-1118 

社会保険等   企画調整部 馬場  ℡03-3553-0703 

 



報告様式（労務単価及び社会保険等）

（日建連会員会社→日建連）

　　　　　　調査年月

調査人数
（人）

労務単価
（平均値）

健康保険
（人）

年金保険
（人）

雇用保険
（人）

備考

特殊作業員

普通作業員

軽作業員

造園工

とび工

ブロック工

電工

鉄筋工

運転手（特殊）

運転手（一般）

土木一般世話役

型わく工

大工

左官

配管工

設備機械工

交通誘導員Ａ

交通誘導員Ｂ

そ
の
他
職
種

工事場所

調
査
対
象
職
種

会員会社名

発注者名

工事件名



調査表(労務単価及び社会保険等）

（協力会社→日建連会員企業）

調査人数
（人）

労務単価
（平均値）

健康保険
（人）

年金保険
（人）

雇用保険
（人）

備考

特殊作業員

普通作業員

軽作業員

造園工

とび工

ブロック工

電工

鉄筋工

運転手（特殊） ※工事場所は、市町村名までご記入ください。複数箇所ある場合は全ての場所をご記入ください。

運転手（一般） ※工事場所以外の項目について、把握していない、事情により記入できない部分は、空欄で提出していただいて結構です

土木一般世話役 ※記入された単価の根拠となる賃金台帳は調査対象企業にて保存いただき、問合せの際に調査結果と照合できるようにしてください

型わく工 ※「能力給」「資格給」「皆勤手当」等は②基準内手当に含まれます。

大工  　　その他、手当の区分については、下記国交省ホームページの参考資料：手当（逆引き）をご利用ください

左官 http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk2_000006.html

配管工 ※慰安・娯楽・厚生費用、研修訓練費用等は労務単価には含みません。

設備機械工

交通誘導員Ａ

交通誘導員Ｂ

　　　　調査対象職種以外に、調査可能な職種がございましたらご記入ください。

そ
の
他
職
種

協力会社名 □□建設株式会社

工事場所 ○○県△△市

調
査
対
象
職
種

発注者名 △△地方整備局

工事件名 ○○トンネル工事

下請契約階層 ２次

他地域からの交通費や宿泊費、社会保険料（企業負担分）は除いてご記

入ください

【参考】労務単価の構成は下記のとおりとなりますので、このことを踏まえご協力願います 

公共工事設計労務単価は、次の①～④で構成される（図－１）。 

① 基本給相当額 

② 基準内手当（当該職種の通常の作業条件及び作業内容の労働に対する手当） 

③ 臨時の給与（賞与等） 

④ 実物給与 （食事の支給等） 

 

図－１ 単価の構成 

①        ②          ③          ④ 

 公共工事設計労務単価 ＝ 基本給相当額 ＋ 基準内手当 ＋ 臨時の給与 ＋ 実物給与  

 

                                   所定労働時間内８時間当たり         所定労働日数１日当たり   
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法定福利費を内訳明示した見積書の活用のマニュアル 

 

 

平成２５年７月２３日 
（一部改正）平成２５年１０月 ７日 

一般社団法人 日本建設業連合会 

 

１．はじめに  

建設業の社会保険未加入対策については、日建連会員企業では平成 24年 4月 19 日付「社

会保険加入促進計画」および同年 10 月 1 日付「日建連会員企業が実施する社会保険の加

入に関する下請指導の指針」（以下「日建連指針」という。）等に即して取り組んでいただ

いているところである。 

社会保険の加入促進に当たっては、その原資となる社会保険料の事業主負担分（以下「法

定福利費」という。）の確保が大きなテーマとなっており、先般、国土交通省から各建設

業者団体に対して平成 25 年 5 月 10 日付国土建労第７号「標準見積書の活用等による法定

福利費の確保の推進について」（以下「国土建労第７号」という。）の通知、また要請があ

ったところである。 

本通知により、法定福利費の内訳明示された標準見積書等の活用の基本的な考え方、標

準見積書のブラッシュアップの方法などが示されたほか、元請企業に提出される標準見積

書は、平成 25 年 9 月頃を目途に、一斉に活用していくこととされており、元請企業の対

応として総合工事業団体である日建連としても法定福利費の確保に向けた適切な対応が

求められている。 

こうした状況を踏まえ、今般、元請企業の立場から法定福利費の確保の実効性を高める

べく、会員企業が今後取り組むべき事項を「法定福利費を内訳明示した見積書の活用のマ

ニュアル」として取りまとめましたので、貴社の取り組みの参考とされることをお願いす

る。 

 

 

２．日建連および会員企業の取組事項 

（国土建労第７号 5ｐ   「２.専門工事業団体における取組（２）の８」後段部分」） 

（国土建労第７号 5ｐ～6ｐ「３.総合工事業団体における取組」） 

（国土建労第７号 6ｐ～7ｐ「４.関係者への周知啓発」） 

 

（１）発注者への対応 

〔今までの取り組み〕 

民間工事での過度な低価格受注は企業体力を低下させるのみならず技能労働者の賃金

低下や保険未加入など労働条件の悪化をもたらし建設産業全体を弱化させることにつ

ながることから、日建連では平成 25 年 4 月 25 日に「民間工事における適正な受注活
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動の徹底に関する決議」を行い、会員企業に適正価格での受注の徹底を要請したとこ

ろである。 

 

〔今後の取り組み事項 その 1〕 

日建連は主な民間発注者団体に対し、法定福利費を適正に考慮した金額により見積及

び契約締結を行うよう要請を行う予定であり、要請次第、会員企業に当該要請を踏ま

えた対応の周知を行う。 

 

 

 

（２）見積書を提出する環境づくり 

１）元請企業から下請企業への見積書提出促進 

〔今までの取り組み〕 

既に日建連では、日建連指針の「２取引先企業（一次下請）に実施していただく事項」

の③（以下の『』内）において、下請企業に対して適正な法定福利費を含む見積書の

提出を促すよう示している。 

『平成 24 年 11 月 1 日以降に弊社が発注者と契約を締結した工事において一次下請と

なる企業におかれては、①自社にて雇用する作業員の社会保険加入状況、及び、二次

以下の下請企業の社会保険加入状況、二次以下の下請企業が雇用する作業員の社会保

険加入状況を把握する。②未加入の場合は加入指導を行う。③法定福利費の適正な確

保が求められていることに鑑み、適正な法定福利費を含む見積書等の作成に努める』 

 

〔今後の取り組み事項 その 2〕 

会員企業は、一次下請企業への適正な法定福利費を含む見積書の提出促進を更に明確

にするために、一次下請企業に対して見積を要請する時の各社の所定書式（「見積依頼

書」または「見積要項書」）に、「適正な法定福利費を含んだ（又は明示した）見積書

を作成すること」の文言を追加し、明文化するよう努める。 

なお、明文化に当たっては、【今後の取り組み事項その５】との整合を図り、各社所定

見積書式のシステム変更の可能性に応じた内容の文言を記載する。 

 

 

２）見積書を提出した下請企業の尊重 

標準見積書等法定福利費を内訳明示した見積書は、平成 25 年 9 月を目途に一次下請

企業から提出される予定である。一部の職種では平成 25 年 9 月より前倒しで提出さ

れている。 
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〔今後の取り組み事項 その 3〕 

［標準見積書等法定福利費を内訳明示した見積書を受領する場合の対応留意点］ 

会員企業は、一次下請企業が当該見積書を提出してきた場合は、当該見積書を尊重し

た取扱いを行い、以下の手順に従って、受領した当該見積書の法定福利費相当額を精

査、協議する。 

 

ステップ１ 元請企業は、一次下請企業に対し、適正な法定福利費を含んだ（又は明
示した）見積書の作成・提出を行うよう促す 

 
ステップ２ 一次下請企業は、元請企業に当該見積書を提出し、元請企業はこれを尊

重し、受領する 
           
ステップ３ 元請企業は、提出者（一次下請企業）から当該見積書に示した法定福利

費相当額の算出基準・方法について明確な説明を受ける 
         
ステップ４ 元請企業と一次下請企業は、当該工事に従事する作業員（技能労働者）

の保険加入の実態や未加入者の今後の加入予定等を勘案しながら協議を
行い、下請契約を締結する 

＜元請企業と一次下請企業間で協議する事項、および進め方＞ 

① 法定福利費相当額は、原則として当該下請負工事費の内の労務費相当額に社会保

険料の事業主負担率を乗じて算出する。これにより『作業員が 100％社会保険に

加入した場合の法定福利費相当額』が算出される。 

 

② 当該下請負契約における法定福利費相当額の決定においては、上記『作業員が

100％社会保険に加入した場合の法定福利費想定額』をベースに、当該工事に従

事する直接作業員（技能労働者）の現状の加入率を乗じて算出することを基本と

する。 

但し、今後の加入予定者数が見込める場合は、加入予定者数を含んだ加入率（現

状の加入率＋加入予定率）を乗じたものを基準値とし、一次下請企業と協議する。 

 

なお、公共土木工事の中で平成 24 年度版以降の国土交通省土木工事の積算基準が適

用される工事、および公共建築工事の中で平成 25 年 10 月 1 日以降公告の事業におい

て法定福利費を予定価格へ適切に反映する措置がとられた工事（注）では、適切な法

定福利費が予定価格に反映されていることを踏まえ『作業員が 100％社会保険に加入

した場合の下請の社会保険料に係る法定福利費の全額』を支払うことを基本とする。 

よって、当該公共工事においては上記ステップ４及び②の協議を行うものではない。 

※上記の算出は、添付別紙の「見積書における法定福利費精査について」を参考とさ

れたい。 

注）当該工事は、法定福利費の項目を追加した公共建築工事見積標準書式が適用され

た工事で、かつ本来事業者が負担すべき法定福利費を適切に反映するため、複合

単価と市場単価の法定福利費に相当する補正が実施された工事 
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３）労務費減額の懸念への対応 

国土建労第７号の当項目では法定福利費を確保する代わりに労務費を引き下げる等の

懸念を払拭し、建設業法第１９条の３に抵触しないよう注意喚起を記述している。 

 

〔今までの取り組み〕 

日建連では、建設業法第１９条の３について、日建連指針「６.法定福利費の適正な確

保について」（以下の『』内）に記述しており、会員企業におかれては、既に社内関連

部門に周知いただいているところである。 
 

『社会保険料は、建設業者が義務的に負担しなければならない法定福利費であり建設

業法第１９条の３に規定する「通常必要と認められる原価」に含まれること、元請負

人及び下請負人は見積時から法定福利費を必要経費として適正に確保する必要がある

こと、下請負人の見積書に法定福利費相当額が明示されているにもかかわらず、元請

負人がこれを尊重せず、一方的に削減、或いは含めない金額で建設工事の請負契約を

締結し、その結果「通常必要と認められる原価」に満たない金額となる場合には、建

設業法に違反する恐れがあること、等、本記載事項について社内関連部門への周知を

行う』 

 

〔今後の取り組み事項 ４〕 

会員企業は、当項目の記載事項並びに建設業法令遵守ガイドラインを踏まえた行動を

とるよう、社内の関係部門に周知する。 

 

 

４）定型書式の対応 

国土建労第７号の当項目には「会員企業が下請企業から見積書の提出を受ける際の定

型書式を定めている場合であって、当該定型書式に下請企業が法定福利費の額を記入

するための欄が設けられていないときは、機会をとらえて当該定型書式に当該欄を追

加するよう要請する」の記述があり、法定福利費記入欄の追加が求められている。 

 

〔今後の取り組み事項 ５〕 

  会員企業は、各社所定の見積書書式の変更については、会員各社のシステム変更の可

能性に応じた内容で実施工程を組み取り組む。 

 

 

 

（３）関係者への周知啓発 

〔今までの取り組み〕 

会員企業は、日建連指針を踏まえて、以下の機会を捉えて、法定福利費の確保及び社

会保険等への加入徹底に向けた関係者への周知徹底を図ってきたところである。 
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・社内・現場関係者への周知 

・協力会組織を活用した周知 

・現場の建設労働者への周知 

 

〔今後の取り組み事項 6〕 

 会員企業は、社内関係者に対しては会議・文書指示等で、下請企業に対しては協力会

定時会議等で、現場作業員・職長に対しては朝礼・職長会・安全協議会の場で国交省

作成のリ－フレット、ポスターを活用する等により再度周知徹底を図る。 

 日建連では、平成 25 年 7 月に会員企業あてに、社会保険加入の啓蒙ポスターを配布

し、会員企業の全ての施工現場（作業所）等に掲示するよう依頼した。 

 

 

 

３．専門工事業団体・下請企業の取組事項への留意点 

 （国土建労第７号 3ｐ～5ｐ 「２．専門工事業団体における取組」） 

 

（１）標準見積書・作業手順書の内容のブラッシュアップ 

  国土建労第７号の当項目では、主に専門工事業団体・傘下企業及びその他下請企業が

標準見積書の活用等による法定福利費の内訳明示とその確保が着実に進められるよ

う、当該見積書の作成及び内容のブラッシュアップのための要点を記述している。 

「法定福利費の基本的な算出方法」、「適用除外である者の取扱い」等、標準見積書等

法定福利費を内訳明示した見積書の骨格、あるべき姿が描かれており、下請企業から

当該見積書を受理し、その内容を精査する側の元請企業にとっても重要な項目である。 

※精査方法は、添付別紙の「見積書における法定福利費精査について」を参考とされ

たい。 

 

 

 

４．その他の留意点 

 （国土建労第７号 2ｐ「１．標準見積書の活用等による法定福利費の内訳明示」） 

 

（１）標準見積書の活用等による法定福利費の内訳明示 

国土建労第７号の当項目は、標準見積書等法定福利費を内訳明示した見積書の必要性

等、基本的な考え方を記述されており、本マニュアルの根幹を成すものである。 

この中で「この法定福利費の額は、本来個別工事ごとに各建設業者が算定するもので

あり、自社の技能労働者のみで施工する場合や、下請労務により施工される場合であ

っても当該下請労務に従事する技能労働者の法定福利費を正確に算定することが可能
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な場合には、自社の施工実績等に基づいて算定して記載することが必要です」との記

載があるとおり、当該見積書に記載する法定福利費は、下請企業が個々の企業の実態

に見合った金額を工事毎に算出するものであり、同じ工種の下請企業が工事下請負契

約金額等を基準にして同一の率を乗じて算出するものではない。 

 

以 上 



見積書における法定福利費精査について
別紙

１.法定福利費相当額の基本的な算出方法（国土建労第７号通知３ｐ～5ｐに記述）

◎

「法定保険料率」は次の3保険の保険料率の合計である

◎
≪基本的な考え方≫　法定福利費　＝　労務費総額　×　法定保険料率

・ 法定福利費算出の基準は労務費であり、労務費に社会保険料の事業主負担率を乗じる

・

・

◎ 法定福利費の例外的な算出方法

≪例外的な方法①≫　法定福利費　＝ 工事費　× 工事費当たりの平均的な法定福利費の割合

≪例外的な方法②≫　法定福利費　＝ 工事数量　× 数量当たりの平均的な法定福利費

【年度ごとの単価・平均値等を用いている場合のチェックポイント】

法定福利費算出の基本は、下請企業が当該工事における労務費の総額を算出すること

・健康保険料（法律上40歳以上の者が一体的に徴収される介護保険料を含む。介護保険料の
対象となる40歳以上の労働者の割合については、協会けんぽでの対象者・対象外の者の状況
を勘案して設定する。）

法定福利費の算定に当たり、統一された法定保険料率が使用される

・厚生年金保険料（法律上一体的に徴収される児童手当拠出金を含む。）

・雇用保険料

事業主が負担する保険料率は、国土交通省が毎年度一定の時期に関係省庁に確認した上で、基準とな
る料率を各団体に情報提供する。

労務費とは、当該工事に従事する直接作業員（主任技術者を含む）の当該工事にかかる給与支給額の
合計であり、管理部門および間接部門の社員に支給した給与は含まない。管理部門および間接部門の
社員に支給する給与は一般管理費となる。

給与支給額とは、事業主が作業員に支払う給与の総支給額（天引き前）のことである。退職金引当金
及び法定福利費は、事業主にとっては給与関連負担項目ではあるが、これは労務費には含めない。

工事費に含まれる平均的な法定福利費の割合や工事の数量当たりの平均的な法定福利費をあらか
じめ算出した上で、個別工事ごとの法定福利費を簡便に算出する

【年度ごとの単価・平均値等を用いている場合のチェックポイント】
ア）当該割合又は数量当たりの法定福利費の出典根拠が明確であること

イ）当該割合又は数量当たりの法定福利費を一定の幅を持たせた参考指標として示す。

ウ）下請企業は個別に見積書を提出する際には、上記アとイの内容を合理的に説明することが求められる

エ）実態を反映しないことが明らかな方法（労災保険料率で計算）は、社会通念上認めることはできない

◎

◎

国土建労第７号に、以下の記述がある。

◎

国土建労第７号に、以下の記述がある。

法定福利費と消費税の関係

見積金額を調整するときの法定福利費内訳明示額の取扱い

適用除外である者の扱い、未加入者の扱い

法定福利費は消費税の課税対象である。法定福利費の金額を明示したとしても工事費の一部を構
成するものであるに過ぎず、非課税取引にはならない

個人事業主、一人親方（労働者とみなされる場合を除く）など、当該工事における法定福利費（事業主負
担分）を要しない適用除外となる技能労働者の数や割合が分かる場合は、これらの者に係る法定福利費は
内訳明示額に含めないこととする。
適用除外となる者の数や割合が判らない場合にあっては、①直轄土木工事の予定価格の積算や２５年度公
共工事設計労務単価の改定において現に一定割合の未加入者が存在しつつも未加入者が加入するために全
員加入を前提として必要な法定福利費が算入されるよう改められたこと、また、②本来は健康保険や厚生
年金保険への加入義務があるにもかかわらず法定福利費（事業主負担分）の負担を要しない一人親方化を
前提とした見積りを行う不当な建設業者が競争上有利となる余地を残しかねないことを踏まえ、当面、未
加入者全員の加入に必要な法定福利費の額を内訳明示の対象とする。
なお、※1）元請企業と下請企業は、内訳明示された見積書を踏まえ、技能労働者の保険加入の実態や未加

・当該工事に係る労務費の総額に法定保険料率を乗じる方法を用いて法定福利費を算出している場合にお
いて、元請企業及び下請企業が労務費を減額調整する旨合意したときは、減額された労務費の額を基準に
して法定福利費を減額する。※ただし、労務費の減額ではなく、単価の減額の場合は、労務費の減額とは
限らず、必ずしも法定福利費額が連動するものとはならない。

・当該工事の工事費に一定割合を乗ずる方法を用いて法定福利費を算出している場合は、工事費を見積額
より減額する旨合意したときは、工事費の減額の調整に合わせて、法定福利費を減額する。

・施工単位当たりの法定福利費額に数量を乗じる方法を用いて法定福利費を算出している場合は、数量の
減少に合意した時には法定福利費を減額することになるが、数量が減少していなければ、工事費を見積額
より減額しても法定福利費は減額しない。

なお、※1）元請企業と下請企業は、内訳明示された見積書を踏まえ、技能労働者の保険加入の実態や未加
入者の今後の加入予定等を勘案しながら協議を行い、下請契約を締結することとする。



２.法定福利費相当額の精査、協議の手順

ステップ１

ステップ２

ステップ３

ステップ４

《注意》 公共工事の中で法定福利費を予定価格へ適切に反映する措置がとられた工事について

（1）社会保険加入率が100％である場合の法定福利費相当額を算出 ↓↓税抜で入力する(単位：円 ）

① 法定福利費を含む見積金額 22,000,000
② 上記の内、明示された法定福利費の金額 2,000,000
③ 法定福利費相当額を除いた見積金額（見積額 － 法定福利費） 20,000,000 ①-②

④ 労務費相当額を記入 15,000,000
⑤ 社会保険料事業主負担（法定福利費）率 15.343%

国土交通省「標準見積書の活用等に向けた説明会資料」内（参考）平成25年度の各保険の保険料率より

⑥ 作業員の社会保険加入率100％とした場合の法定福利費相当額 2,301,450 ④×⑤

日建連では「作業員が100％社会保険に加入した場合の下請の個人負担分も含めた社会保険料
に係る法定福利費の全額」を支払うことを基本としている。
よって、当該公共工事においては上記ステップ４の協議を行うものではない。

一次下請企業は元請企業に標準見積書を提出し、元請企業はこれを尊重し、受領する

元請企業と一次下請企業は、当該工事に従事する作業員（技能労働者）の保険加入の実態や未加入者の今後の
加入予定等を勘案しながら協議を行い、下請契約を締結する

元請企業は提出者（一次下請企業）から当該見積書に示した法定福利費相当額の算出基準・方法について明確な
説明を受ける

元請企業は、一次下請企業に対し、適正な法定福利費を含んだ（又は明示した）見積書の作成・提出を行うよう促す

記入例

（2）現時点での社会保険加入率で必要とされる法定福利費相当額を算出

⑦ 現時点での社会保険加入率（作業員ベース） 57.14% ⑮/⑭
⑧ 現加入状況で必要とされる法定福利費 1,315,048 ⑥×⑦

（3）今後の新規加入に伴い要とされる法定福利費相当額

⑨ 当該工事に於いて今後、新規加入する作業員の比率 14.29% ⑱/⑭
⑩ 作業員の新規加入に伴い必要な法定福利費相当額 328,779 ⑥×⑨

（4）上記の（2）と（3）により当該下請負契約における法定福利費相当額　⇒　当該工事の法定福利費相当額

⑪ 今後の加入予定を加味した法定福利費相当額 1,643,827 ⑧＋⑩

（5）　当該工事における今後の社会保険加入率

⑫ 現加入者に今後の加入者予定者を加えた社会保険加入率 71.43% ⑦＋⑨

（6）法定福利費変更後の見積額

⑬ 精査された見積金額（税抜） 21,643,827 ③＋⑪

３.当該工事に従事予定の作業員の社会保険加入状況と今後の加入計画

⑭ 予定している作業員数（二次下請以下を含む） 35 名

⑮ 予定作業員の内、社会保険加入済みの作業員数 20 名

⑯ 予定作業員の内、社会保険適用除外の作業員数 2 名

⑰ 予定作業員の内、社会保険未加入作業員数 13 名

⑱ 上記⑰の内、近々に加入を予定している作業員数 5 名

⑲ 加入済み＋加入予定の作業員数 25 名⑮＋⑱

元請企業と一次下請企業は、当該工事に従事する作業員（技能労働者）の保険加入の
実態や未加入者の今後の加入予定等を勘案しながら協議を行い、法定福利費相当額を
決定し、適切な法定福利費を含んだ下請契約を締結する

黄色セルに数値を入力→
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法定福利費の内訳明示に係る標準見積書の活用等による 

社会保険未加入対策の更なる推進について（北海道地方協議会・申し合わせ案） 

  

第２回北海道地方協議会の開催に当たり、これまでの全国協議会における申し合

わせを踏まえつつ、法定福利費の内訳明示に係る標準見積書を活用した社会保険

未加入対策の更なる推進について、以下のとおり申し合わせます。 

 

一．法定福利費の内訳明示に係る標準見積書を活用する趣旨 

・ 私たち行政・元請企業・下請企業・建設労働者等の関係者は、この取組が、

「就労環境の改善を通じた建設労働者の確保」と「事業者間の公平で健全な

競争環境の構築」を目的に、保険料本人負担分とあわせて、法律上必要な費

用を流すだけに過ぎないという認識を改めて共有します。 

  

二．標準見積書の活用等による法定福利費の確保に向けた関係者の具体的な取組 

私たち関係者は、標準見積書の活用等により法定福利費を内訳明示した見

積書を下請企業から元請企業に対して提出する取組をより着実に進めていき

ます。 

 ・ 元請企業は、社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインに基づく下

請企業への指導を一層徹底するとともに、下請企業との契約に当たって、

標準見積書の活用等により法定福利費を内訳明示した見積書を提出するよ

う働き掛け、提出された見積書を尊重します。 

・ 下請企業は、標準見積書の活用等により法定福利費を内訳明示した見積書

を元請企業に対して提出して算定根拠を適切に説明し、適正な法定福利費が

確保されるよう取り組むとともに、自社及び外注先の技能労働者を必要な保

険に加入させるよう積極的に取り組みます。 

・ 北海道開発局及び北海道は、主な民間発注者団体、市町村等に対し、標準

見積書の活用等による法定福利費の確保を含め、社会保険未加入対策の推進

に係る取組を実効あるものとするための働き掛けを積極的に展開します。 

 

三．加入促進計画の着実な実行 

 ・ 社会保険の加入促進に関する取組の輪を団体から会員団体や会員企業、

関係する会社に広げ、さらにそのトップから担当者まで理解を深めます。 

 

平成２５年１０月３０日 

社会保険未加入対策推進北海道地方協議会 

資料 ５ 


